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～富岡町災害復興計画(第二次)策定を受けて～ 

町長よりごあいさつ 

 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故以降、住み 

慣れた古里を離れ、全国各地で避難生活を余儀なくされてい 

る町民の皆様に、心よりお見舞い申し上げるとともに、町政 

運営へのご理解とご協力に対し、深く感謝申し上げます。 

 

富岡町災害復興計画（第二次）は、町民の皆様の想いに 

寄り沿った生活再建と私たちの古里「とみおか」の再生・ 

復興を加速させるための羅針盤として、検討委員会及び政 

策化会議での議論を基に、パブリックコメントや議会の意 

見などを加味し策定いたしました。 

 

検討委員会は、多くの町民の皆様の多様な声を反映したいとの考えから、３０名の町民と

町職員２６名で構成し、１０ヶ月間にわたって１００時間に及ぶ真剣で活発な議論をいただ

きました。私も、その様子を拝見するなかで、私たちが直面している問題の複雑さと深刻さ

を改めて痛感するとともに、町民の皆様の古里への熱い思いに心を打たれ勇気づけられまし

た。 

 

 私たちは、避難の長期化と刻々と変化する情勢から、様々な場面で様々な選択をしなけれ

ばならない状況にあります。全ての町民の皆様が安心して前を向き歩み始めるためには、い

ち早い帰還を望む方、古里への思いが強いだけに今後の居住地を決めきれない方、子育てや

病院、仕事の環境などから、「やむにやまれず」町を離れる決断をした方など、町に帰還す

る、しないに関わらず、一人ひとりがお互いの選択を尊重し、私たちの富岡町がいつまでも

親しまれる古里であり続けることが重要です。 

 

震災と原発事故から５年目を迎えた当町では、除染や上下水道などのインフラ復旧に加え、

復興拠点の整備など生活環境の再生が着実に進んでおります。一方で、複合災害からの当町

の復興は、正に“緒に就いたばかり”とも言え、これからが本格復興期を迎えます。 

今後は、本計画で掲げた２つの理念「町民一人ひとりの心の復興」と「町民の心をつなぐ、

ふるさと富岡の復興」を実現するための重点プロジェクトはもちろん、皆様から頂いた魅力

あるアイデアを活かした事業等に取り組み、復興の歩みを着実に進めてまいりますので、一

層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

結びに、様々な課題が多い中、本計画の策定にあたり、検討委員会委員及び政策化会議委

員をはじめ関係各位のご尽力に対しまして、心より厚く御礼申し上げます。 

平成２７年６月 

 富岡町長 宮本 皓一 
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の為の 

多種多様な支援ツールに囲まれて、年齢の経

過と共に各個人がより満足感・生きていて良

かったと思えるような日常を作っていく。 

帰還する(した)人、町内外を行ったり来たり

の人、戻らない人、それぞれが生活できる見

守り制度・支援員の活用 

配達、移動、草刈、耕作、買い物など、ＩＴ

やロボットを高齢者の生活に役立つように

改良する試験所を設ける。 

常磐線の駅で海に近い好立地。津波で被害のあった駅舎、漁

港、既存のスポーツ施設、海水浴場などを最大限に活用して、

復興記念公園を設け、国内外の交流、情報発信拠点とする。そ

の西側では、すべての機能を有する、歩いて暮らせる次世代

の居住空間を創出する。 

作っても売れない中でも農地を守っていくた

めに、農地を利用した太陽光、風力、バイオ

マス工場、そしてこれらを管理するマンショ

ンの 1 階もＰＲ館として取り組む。 

桜が咲き、普通にそこで生活できる町。家の

燃料はバイオマスでまかない、桜を植樹し、

夜の森の桜に負けない町をつくる。子どもが

そとでのびのび遊べる町。 

 

 

 

●将来、帰還するかしないは、町民の皆様それぞれが判断することです。それぞれの将

来的な帰還の判断のためにも町の復興が必要です。この絵姿は 30 年後の町の姿を思

い、町民が描いたものです。 

●30 年後は、震災前の町に戻すだけでなく、この絵姿に書かれた新たな魅力をもつ

まちづくりをめざしていきたいと考えます。 

町民が考えるまちの将来像 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

はじめに 

1 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

町民中心の検討委員会での議論を踏まえ、計画策定の前提と

すべき町の基本的姿勢を示しています。 

 

検討委員会では、町民が抱える課題の抽出を基に、町の基本的姿勢の

ほか、具体的な取り組みアイデアとその重要度について検討しました。 
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避難指示区域の再編など、町民と町を取り巻く社会状況は短い間に激しく変わり町民意向

は細分化しました。一方で、子どもたちが安心して住める町を取り戻すには長い時間が必要

です。 

町民一人ひとりの復興のために、町民中心の検討委員会で様々な課題を拾い集めた結果、

二次計画には「一人ひとりのあらゆる選択を尊重する」視点が必要との結論に至りました。 

 

 

 

  

どの道を選んでも、ふるさとに誇りを感じ、 
富岡のつながりを保ち続けられる町 

これから加わる仲間も 
居心地よく親しめる地域をめざして 

◇富岡町は、帰還する【第１の道】・しない【第２の道】の二者択

一ではなく、今は判断できない(しない)【第３の道】を含めた

あらゆる町民の意向を尊重します。 

◇町民と町との関わりの継続や将来帰還、さらに新たな住民も含

め、魅力あるまちづくりを進めていきます。 

 

 

第１の道

帰還する道を選択

第２の道

帰還しない道を選択

第３の道

今は判断できない、
判断しない

帰還する（第１の道）、しない（第２
の道）の二者択一でなく、第３の
道を含めた複数の選択を尊重

個人の置かれている
立場や状況に応じた
選択の変更

個人の置かれている
立場や状況に応じた
選択の変更
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『第３の道』という考え方 

町民にとっての「生活再建」と「帰還」、あるいは「町との関わり方」は、それぞれ

の立場や家族の状況などによって大きく異なります。 

子どもの独立や、親の介護の状況の変化、自分たちの定年など、時間の変化で帰還

と向き合う場面が訪れるかもしれません。そのため、町民にとっての復興や帰還はか

なり長期的な視点からとらえる必要があります。 

「生活再建」や「帰還」という問題は、「避難指示が解除されたら解決する」という

単純なものではなく、年齢や家族の状況などに応じて多様であり、その解決には時間

がかかる問題です。「すぐに戻ることはできないけれど、いずれは戻りたい」、「戻れな

いけど町や町民と関わっていたい」そうした多くの人たちの生活再建と町の復興をめ

ざす方向が、早期の帰還と移住だけではない、「第３の道」という考え方です。 

いつでも、どこでも町民と町がつながっていられる地域づくりのために 

一時帰宅 

情報 

 

健康相談 

 

交流 

 

旅行 

町内の資産管理情報 
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第１章  

富岡町災害復興計画(第二次) 

策定にあたって 

計画策定にあたって踏まえるべき富岡町の復興を取り巻く

状況、さらなる復興を進めるうえでの計画の位置づけ、帰還

時期の考え方などを示しています。 
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（１）富岡町の復興を取り巻く状況 

 

 

 

 

① 長期化し、広域・分散化を余儀なくされる町民の避難 

○2011(平成 23)年 3 月 11 日の

東日本大震災で富岡町は、沿

岸地区を中心に壊滅的な被害

を受け、東京電力福島第一原

子力発電所(以下、福島第一原

発)の原子力災害発生により、

全町民が避難を余儀なくされ

ています。 

○震災後 4 年を経過した現在で

も、原子力発電所事故による

避難指示が解除されておらず、

避難生活で自宅での生活がで

きない状態が続いています。 

○県内のほか、県外や国外と、

町民の避難が分散・広域化し、

家族が離れ離れに暮らしてい

る状況です。 

○震災時の人口は 15,910 人でしたが、現在(2015(平成 27)年 4 月 1 日時点)は 14,012

人(※１)となり、1 割強(1,898 人)の人口が減少しています。  

富岡町災害復興計画(第一次)により復旧･復興を進めてきました

が、避難の長期化や分散・広域化、町民意向の多様化、避難区域

の再編などに対応した、新たな取り組みが必要です。 

※１…富岡町住民登録者数より 

年月日 原子力災害災に関する事項 富岡町に関する事項 

2011.3.11 
・東日本大震災が発生 

・原子力緊急事態宣言発令 

・富岡町災害対策本部設置 

2011.3.12 

・福島第一原発から半径 10km 圏内の

住民に対し、避難指示を発令 

 

・バス、自家用車により川内村他、中通り

方面に避難 

・富岡町・川内村合同災害対策本部設置 

2011.3.15 ・避難区域を指示  

2011.3.16  ・ビックパレット他への避難実施 

2011.4.1 
 ・富岡町災害用ホームページ開設 

・住民票交付開始 

2011.4.22 
・福島第一原発から半径 20km 圏内

を、立ち入り禁止の警戒区域に指定 

 

2012.1.1 ・原発避難者特例法施行  

2012.1.30  ・富岡町災害復興ビジョン策定 

2012.2.10 ・復興庁発足  

2012.9.26 

 ・福島第一原子力発電所事故に伴う富岡

町の帰還に関する宣言 

・富岡町災害復興計画（第一次）策定 

2013.3.25  ・避難指示区域の再編 

2013.6.26 ・環境省が町内除染実施計画を公表  

2014.1.8 
 ・環境省が本格除染を開始（富岡川以南

地区） 

2014.1.30 ・福島第一原発が廃炉となる  

2014.2.22 
 ・常磐自動車道 広野ＩＣ～常磐富岡Ｉ

Ｃ間が再開通 

2014.3.24  ・富岡町復興まちづくり計画策定 

2014.9.15 
 ・国道 6 号線富岡‐双葉間の交通規制が

解除に 

2014.12.2 
・福島第一原発 4 号機の使用済み核燃

料取り出し完了 

 

2014.12.22  ・富岡町役場いわき支所が移転 

2015.2.3 
・大熊町、双葉町で中間貯蔵施設建設

工事が着工 

 

2015.3.1  ・常磐自動車道 全線開通 
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② 帰還に対する町民意向の多様化 

○避難先で生活再建する町民、今なお仮設住宅で生活する町民などそれぞれの状況が異

なり、帰還に対する町民意向が多様化しています。 

○2014(平成 26)年の富岡町住民意向調査(※２)では、「現時点で戻りたい」人は 11.9％、

「現時点で戻らないと決めている」人は 49.4％、「現時点で分からない」人は 30.7％

となっています。「現時点で戻らない」、「分からない」町民の方々には、子どもたちの

健康や仕事、親の介護などにより現時点では帰還を決められない方々もいます。(資料

編 p.3 を参照) 

○目の前の選択だけでなく、「すぐには戻ることができないが、いずれは戻りたい」、「戻

れないが町や町民と関わっていきたい」など、町民意向が多様化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9

12

15.6

30.7

35.3

43.3

49.4

46.2

40

8

6.5

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年度

平成25年度

平成24年度

現時点で戻りたいと考えている 現時点でまだ判断がつかない 現時点で戻らないときめている 無回答

図：子どもアンケート(※３)での「将来、富岡町に帰りたいと思いますか?」の質問への子ども
たちの回答割合の推移 

※２富岡町住民意向調査…平成 24 年度から平成 26 年度までに 3 回実施。全世帯にアンケートを配布
し住民の意向を調査している。《回収率は平成 24 年度【57.9%】、平成 25
年度【54.1％】、平成 26 年度【51.2%】》 

図：復興庁と富岡町で行う富岡町住民意向調査での将来の帰還の意向についての回答割合の推移 

※３子どもアンケート…平成 25 年度から平成 26 年度までに 2 回実施。10～18 歳までの富岡町の 
子どもたちに世代ごとなる 3 種類のアンケートを配布し調査した。 

           《回収率は平成 25 年度【46.1%】、平成 26 年度【34.9%】》 

19.3

25.1

50.2

46

30.5

28.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成26年度

平成25年度

はい わからない いいえ
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③ 富岡町災害復興計画(第一次)策定後のこれまでの復興の取り組み 

○富岡町は、再生・復興の指針とし

て「富岡町災害復興ビジョン」

(2012(平成 24)年 1 月)と「富岡

町災害復興計画(第一次)」(同年 9

月)を策定し、復興に取り組んで

きました。 

○2014(平成 26)年 3 月には、町民

の生活再建支援と沿岸部の土地

利用の明確化のため、「富岡町復

興まちづくり計画」を策定しま

した。 

○これらの計画に基づいた除染や

インフラ復旧が進む一方、町民

の生活再建の状況や意向の多様

化、帰還のための条件の変化に

よる新たな取り組みが求められ

ています。 

④ 富岡町まちづくり計画において想定した推計人口 

○2014(平成 26)年策定の「富岡町復興まちづくり計画」では、町内の基盤整備の規模

を考える際の目安となる将来人口を推計しました。2025 (平成 37)年時点で帰還する

町民の人口を 2,500 人、町外から移り住んでくる人口を 1,600 人(※4)とし、推計人

口を 4,100 人としています。 

○人口の推計は、今後も継続して実施する意向調査の結果を踏まえ見直しを行います。 

○避難指示区域により当面帰還できない近隣町村の住民の受け入れや、魅力的なまち

づくりを進めることによる新たな住民の増加をめざしていきます。  

図：富岡町災害復興計画(第一次)策定後の各取り組みの進捗状況 

１：避難指示区域区分に応じた除染の実施

２：町内の管理(有害鳥獣対策･防犯･農地管理)

３：インフラ復旧

４：ＪＲ、高速道路等の広域交通ネットワーク

５：震災遺構や町の文化財の保存、継承

６：土地区画整理と防災集団移転事業

７：賠償基準の見直し

８：税の優遇処置

９：避難先の生活拠点の整備()復興公営住宅

10：応急仮設住宅の期間の延長 期間延長の要望

１１：健康管理

１２：教育、子ども友情の集い

１３：情報発信

１４：町外の行政サービス拠点の整備(いわき、サロン)

町
民
の
生
活
再
建
の
施
策
･
事
業

復旧期 復興期

平成27年度(2015年) 平成28年度(2016年) 平成29年度(2017年)

町
内
の
復
旧
施
策
・
事
業

１：避難指示区域区分に応じた除染の実施

２：町内の管理

３：インフラ復旧

５：震災遺構や町の文化財の保存、継承

７：賠償基準の見直し

８：税の優遇処置の継続

９：避難先の生活拠点の整備

１３：情報発信の拡充・充実

１４：町外の行政サービス拠点の整備

１１：健康管理の充実実施

期間延長の要望１０：応急仮設住宅の期間の延長

(有害鳥獣対策･防犯･農地管理)

(復興公営住宅)

(いわき、サロン)

４：ＪＲ、高速道路等の広域ネットワークの復旧・整備

６：土地区画整理と防災集団移転事業の実施

１２：教育環境の整備、子ども友情の集いの実施

※4 1,600 人…2014 年(平成 26)年策定の「富岡町まちづくり計画」にて町内に居住する廃炉技
術者・作業員などを 1,600 人と算出した 
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⑤ 避難指示区域の状況 

○2011(平成 23)年 4 月 22 日に警戒区域に指定され、今なお元の生活に戻れる時期を見

通せず、毎日不安な生活を送り、極めて厳しい環境下に置かれていることから、

2012(平成 24)年 9 月 26 日、富岡町は震災から 6 年間帰還できない宣言を行いまし

た。 

○2013(平成 25)年 3 月 25 日に警戒区域を解除し、富岡町は『帰還困難区域』、『居住制

限区域』、『避難指示解除準備区域』の 3 区域に再編されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区域 面積(約) 人口割合(約) 

帰還困難区域 

(年間の積算放射線量が 50mSv[ミリシーベルト]を越える) 
10Km2(15％) 4,800 人(30％) 

居住制限区域 

(年間の積算放射線量が 20mSv を超え 50mSv 以下) 
34Km2(50％) 9,800 人(60％) 

避難指示解除準備区域 

(年間の積算放射線量が 20mSv 以下) 
24Km2(35％) 1,400 人(10％) 

  

福島第一原発から 10ｋｍの線 

図：避難指示区域図 

図：各区域の概要 

帰還困難区域 

居住制限区域 

避難指示解除準備区域 

避難指示解除準備区域 
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国の取り組み 

⑥ 国・県の取り組みと町の考え 

【国の取り組み】 

○除染について 

 
 

・町内の除染は国直轄事業で行われており、『帰還困難区域』を除き、2016(平成 28)年

度を完了目標に進められています。 

・国は『帰還困難区域』の放射線量モニタリングを行い、状況把握を行っておりますが、

除染計画の策定及び除染の実施時期を明確に示しておりません。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✧除染作業の早期完了を求めるとともに町が除染効果の検証を行い、放射線追加被ばく

線量が「年間１ミリシーベルト」以下の環境をめざし、国には徹底した除染や新たな

手法による除染を行うよう強く求めます。 

✧『帰還困難区域』の除染実施は町の再生・復興に欠かせないものであることから、国は

速やかに効果的な除染実施計画を策定・公表し、除染作業に着手するよう強く求めま

す。 

町の考え 

図：富岡町除染等工事 除染進捗状況(平成 27 年 2 月) 
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国の取り組み 

国の取り組み 

○福島第一原発について 
 

 

・福島第一原発は原発事故収束に向けた廃炉作業を行っています。溶けた燃料棒の取り

出し行程の見直しなどがあり、廃炉の完了まで最長 40 年かかるとされています。 

・廃炉作業の遅れや、放射性汚染水の流出、高濃度廃液の漏洩など現在も多くの問題を

抱えています。 

 
 

 

 

 

 

 

○福島第二原発について 
 

 

 

・福島第二原発は稼動せず、冷温停止状態を維持しています。 

  

 

 

 

 

 

 

  

✧2012(平成 24)年 12 月より、福島県、関係市町村 13 市町村(※5)と有識者により組織

する、「福島県原子力発電所の廃止に関する安全監視協議会」が発足し、「廃炉措置な

どに向けた中長期ロードマップ」に基づき、廃炉作業の監視強化を図っています。 

町の考え 

✧福島第二原発の再稼働は考えられる状況ではありません。国・事業者に対し地域住民

の安心安全を確保するための徹底した安全管理と情報開示を求めます。 

町の考え 

※5 13 市町村…富岡町、いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、 
双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 
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国の取り組み 

国の取り組み 

○賠償について 

 
 

・国は 2013(平成 25)年 12 月に中間指針第 4 次追補(※6)において、『帰還困難区域』の

精神的損害の一括賠償、避難指示解除後の相当期間、帰還される方の建替え･修繕費

用及び新たな住居を求める場合の住居確保損害の基準を示しています。 

 

 
 

 

 

 

○町内への管理型処分場の設置について 

 

 

・町内のフクシマエコテッククリーンセンターを活用して、放射能濃度の 8 千 Bq/㎏を

超え 10 万 Bq/㎏以下の焼却灰や、リサイクルできない不燃物を、フレキシブルコンテ

ナに入れて、埋め立て処分場で受け入れるよう町に要請がありました。 

・計画の説明を町議会・住民説明会で受けましたが、議員や住民から、施設の安全性は

もとより低線量地区での設置案であること、風評被害の発生や帰還意欲の阻害、今後

町の復興や地域振興の足かせとならないかなどの意見が数多く寄せられています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

✧中間指針第 4 次追補による精神的賠償の一括賠償や避難指示解除見込み時期に伴う賠

償などの格差問題、営業損害や就労不能損害について、県や関係市町村と連携し、国、

東京電力へ強く改善を要望しています。 

町の考え 

✧国に対し町の質問に対する考えを示すように求めましたが、町の懸念の払拭につなが

る十分な回答を得ていないため、継続して協議しています。 

✧ 管理型処分場の設置については、被災地の復興には必要なものと考えており、国の対

応を十分に見極めながら慎重かつ丁寧に取り組んでいきます。 

町の考え 

※6 中間指針第 4 次追補…平成 25 年 12 月に福島第一原発事故の損害賠償についての新たな指針を
示したもの。主な内容として『帰還困難区域』の居住者への精神的損害賠
償が一括の支払いとなった。 
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国の取り組み 

国の取り組み 

○中間貯蔵施設への放射性廃棄物輸送について 
 

 

・国は、除染で生じる土壌や廃棄物の中間貯蔵施設までの輸送路における基本原則及び

基本的事項について「中間貯蔵施設への除去土壌などの輸送に係る基本計画」を策定

しています。 

・仮置場から中間貯蔵施設までの輸送ルートは、国道 6 号を利用する輸送ルート、県内

から中間貯蔵施設までの輸送は、常磐富岡インターを利用するルートとされています

が、詳細は調整中です。 

 

 

 

 

 

○仮置場の設置 

 

 

・毛萱・仏浜・小浜地区の津波浸水区域内の約 55 ha に、減容化施設として仮設破砕選

別施設、仮設焼却施設(※7)を建設するとともに、第一仮置場を造成しています。 

・『帰還困難区域』の小良ヶ浜、深谷地区、新夜ノ森地区の農地約 100ha に第二仮置場

を造成しています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✧安全かつ確実な輸送を実施すること、また放射線量や環境変化などの管理体制を確立

することを求めていきます。 

町の考え 

✧仮置場の除染廃棄物は、十分な安全対策を施して保管し、早急に撤去するよう国に要

望していきます。 

町の考え 

※7 仮設破砕選別施設･仮設焼却施設…津波がれきや家屋解体廃棄物、片付けのごみや除染廃棄物の処理を
行う仮設の施設です。平成 30 年での撤去を予定している。 

富岡町内の仮置場の様子 除染廃棄物の入ったフレキシブルコンテナ 
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県の取り組み 

県の取り組み 

【県の取り組み】 

○災害･復興公営住宅の整備 

 

 

・福島県が整備する復興公営住宅(※8)は 4,890 戸で、2015(平成 27)年 5 月末時点で 528

戸が入居可能です。 

・4,890 戸のうち、平成 27 年 5 月末時点で、大玉村に建設する災害公営住宅(※8)を含

め、富岡町専用分として 900 戸が配分されています。 

 

 
 

 

○津波被災地区の事業 

 

 

・津波被災地区の復旧事業として海岸や河川の堤防の建設、県道広野小高線(通称･浜街

道)の嵩上げ整備を行います。 

 

 
 

 

 

 

※8 復興公営住宅と災害公営住宅…復興公営住宅は原子力災害被災者向けの公営住宅であり、津波被災者向
けを含め市町村が整備する公営住宅は災害公営住宅とし使い分けてい
る。 

✧復興公営住宅の整備時期の前倒しと早期入居の実現を県に求めていきます。 

町の考え 

✧東日本大震災のような、1000 年に１度と言われる最大クラスの津波に対し、海岸や河

川の堤防、県道広野小高線、海岸林など、複数の手法を合わせた「多重防御」により、

総合的に防災力が向上したまちづくりをめざします。 

町の考え 

図：津波被災地区の復旧事業イメージ 
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（２）富岡町災害復興計画(第二次)の目的と位置づけ 

～新たな災害復興のステージへ～ 
 

 

 

 

① 富岡町災害復興計画(第二次)の目的と位置付け 

○富岡町災害復興計画(第二次)は、東日本大震災及び原発事故からの復旧・復興を目的

とし、帰還する【第１の道】・しない【第２の道】の二者択一ではなく、今は判断で

きない(しない)【第３の道】を含めた、あらゆる町民の意向を尊重し、選択できる計

画であり、町をより魅力的に発展させるための計画です。また、富岡町災害復興計画

(第二次)は、富岡町災害復興計画(第一次)及び富岡町復興まちづくり計画を踏襲する

とともに、情勢の変化に柔軟に対応するため必要な方針･取り組みを総合的に示すも

のです。 

② 計画の策定体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：富岡町災害復興計画(第二次)の検討体制 

町民一人ひとりが、それぞれの立場や境遇、年齢や家族の状況に

応じて、様々な選択ができる復興を図ることを目的とします。 

町民の声をふまえ 検討委員会で検討し 行政で政策化する

○意向調査

・復興庁富岡町住民意向調査

・富岡町子どもアンケート

○町政懇談会等

・町政懇談会や自治会と町議

会との意見交換等の場で挙

げられた町民の声

○検討委員会

・町民30名と町職員26名によ

る富岡町災害復興計画(第二

次)検討委員会における検討

(9回開催)

＜主な検討内容＞

 町民の抱える課題抽出

 課題を解決するアイデア、

施策の提案

 富岡町災害復興計画書の

検討

○政策化会議

・検討委員会の案の集約、

取りまとめ

・富岡町災害復興計画(第一次)、

富岡町復興まちづくり計画の

評価を行い、町が進めている

事業等を加え、富岡町災害復

興計画（第二次）として素案

立案

意見
反映

施策
立案

反映

修正

富岡町災害復興計画(第二次)の策定

反映
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（３）計画の対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

◇富岡町災害復興計画(第二次)の計画期間 

年度 
2015 

(Ｈ27) 

2016 

(Ｈ28) 

2017 

(Ｈ29) 

2018 

(Ｈ30) 

2019 

(Ｈ31) 

2020 

(Ｈ32) 

2021 

(Ｈ33) 

2022 

(Ｈ34) 

2023 

(Ｈ35) 

2024 

(Ｈ36) 
･･･ 

30～40

年後 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

◇本計画は町民と将来も含め富岡町にかかわる全ての人を対象とします。 

◇本計画は富岡町全域及び避難先地域を対象とします。 

◇本計画では、富岡町が主体となって推進する事業のほか国、県など他の公共機関や、

町民、地域団体、企業などが実施する事業も含めています。 

◇本計画は、2015～2024(平成 27～36)年の 10 年間を対象とします。 

◇町内の再生・復興については、2015～16(平成 27～28)年を「復旧期」、

2017(平成 29)年～おおむね 2020(平成 32)年までを「復興期」、

2021(平成 33)年以降を「発展期」とします。 

◇町民の生活再建や今後の町との関わり方については、おおむね 2020(平成 32)

年までの期間を「短期復興期」、2021(平成 33)年以降を、「中･長期復

興期」として、段階的な復興の取り組みを進めていきます。 

『復旧期』 

『短期復興期』 
3～5 年後に向けて 

取り組む事業 

   『復興期』 町域 

町民

生活 

『中･長期復興期』 
30 年後を見据えて 

取り組む事業 

『発展期』 
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（５）帰還の時期の考え方と考慮すべき要件 

 

 

 

 

・町は福島第一原発事故による避難区域再編や、除染･インフラ復旧の見込みから、震災

から 6 年となる 2017(平成 29)年 3 月まで帰還できない宣言をしています。 

・町は富岡町災害復興計画(第一次)に基づき、道路や上下水道の復旧など、生活環境の整

備を進めてきました。今後も、帰還を望む人が早期に帰還できるよう、生活関連サ－ビ

ス(商業、交通、医療機関など)を含めた町内の再生を加速化させていきます。 

・避難指示解除の判断をする際には、除染の効果、インフラの復旧・整備の状況、生活関

連サービスの復旧見込み、追加被ばく線量について十分な検証に加え、福島第一原発の

廃炉工程や福島第二原発の冷温停止状態、除染等廃棄物の処分状況等の十分な監視を

行い、避難指示が解除できる状況に至っているか見極める必要があります。 

・避難指示解除は、上記などの重要な事項の一つひとつを確認し、町民の意見を聞きなが

ら町が判断します。 

・放射線に関する受け止め方や帰還に関する考え方は、それぞれ異なるため、帰還するか

しないかは町民一人ひとりの判断を尊重します。 

 

  

避難指示解除の判断をする際に考慮すべき要件 

安全の確保 生活に必要な機能の回復 

・原子力発電所の安全対策の確認体制 

・除染による効果検証と放射線の低減 

・除染廃棄物などの安全・管理体制 

・放射線量のモニタリングの実施体制 

・放射線の健康への影響の対応体制 

・防災、防犯対策         

など 

・電気･ガス･上下水道･通信の復旧 

・日常的な買い物環境の整備 

・医療･福祉の整備 

・教育･保育環境の整備 

・公共サービスの再開 

・公営住宅の整備      

など 

◇早ければ 2017(平成 29)年 4 月の帰還開始をめざします。 

◇町は帰還に向けた環境整備を進めるとともに、町民の皆さんの

意見を踏まえ避難指示解除に関する判断を行います。 
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第２章 

基本理念と基本方針

さらなる復興に向けて町が進むべき方向を基本理念とし、

基本理念を具現化するための方針を、検討委員会で検討し

た内容から示しています。 
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（１）基本理念 

基本理念１： 

町民一人ひとりの“心”の復興 

 

 

 

 

基本理念２： 

町民の心をつなぐ“ふるさと富岡”の復興 

 

 

 

 

 

  

◇町民の生活再建と自立を支援し、町とのつながりを

もち続けられる環境を整えます。 

◇仲間との笑顔、誇りと自信を心の中に取戻し、未来

の子どもたちに伝えていきます。 

◇町民の心をつなぐふるさと富岡の復旧・復興を図り

ます。 

◇生活・仕事・文化の再生と、将来の発展に向けた魅

力ある拠点整備や土地利用を進めていきます。 
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（２）基本方針 

基本理念に基づき、町民が抱える課題を解決し復興を進めるための 5 つの基本方針

を定めます。 

  

 

 

 

 

基本方針１ 生活の再建 

基本方針２ 町内の復旧・復興 

基本方針３ 絆づくり 

基本方針４ 情報発信 

基本方針５ 実行体制づくり 
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基本方針１ 生活の再建 
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基本方針２ 町内の復旧･復興 
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基本方針３ 絆づくり 
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基本方針４ 情報発信 
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基本方針５ 実行体制づくり 
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第３章 

基本方針を実現するための 

重点プロジェクト  

検討委員会で考えた、基本方針を実現するための取り組みと

その重要度を踏まえ、特に重点的に進めるべき取り組みを、

「重点プロジェクト」として位置づけています。 
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（１）重点プロジェクトの位置づけ 

検討委員会では、町民の皆さんが抱える様々な課題を認識し、課題解決に向けた基

本方針をたてました。 

また、復興のための約 400 件の具体的なアイデアを挙げていただき、重要だと思う

順に委員全員で順位をつけました。 

町は、委員の声からつくりあげた基本方針を実現するために、順位の高いアイデア

を中心に置いて、町として重要と考えた事項を盛り込んだ 12 のプロジェクトをまと

めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実現するための重点プロジェクト 

生活再建支援 

プロジェクト 

インフラ復旧・
拠点整備 

プロジェクト 

産業再生･創出 

プロジェクト 

福祉・教育 

プロジェクト 

基本方針 

４.情報発信 

町民それぞれの立場に対応する『正しく分かりやすい情報の発信』 

１.生活の再建 

個々によりそう暮らしの

支援 

『町民一人ひとりを支え

る心身両面のサポート』 

２.町内の復旧･復興 

段階的かつ着実に進める 

『暮らし･仕事･ 

地域の復興』 

３.絆づくり 

町や町民とのつながりを

守り、育む 

『将来にわたる町･ 

町民との関係づくり』 

５.実行体制づくり 

復興に向けた『みんなの支えあいと役割分担』 
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（２）１２のプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．インフラ復旧･拠点整備プロジェクト 

１．生活再建支援プロジェクト 

 

 

 

 

 

町内で安心して暮らせる住環境の整備

と、町内の土地建物を管理する仕組みづ

くりを行います 

復興の第一歩として中核拠点を位置づ

け、機能集約を図ります 

 

富岡で生まれ育ったことを誇りに、どこ

にいてもふるさととつながれる仕組み

づくりを行います 

毛萱から小浜の海岸線を震災から復興

を祈念する拠点として整備します 

交通基盤整備による復興加速化と他地

域との迅速な連絡を確保します 
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４．福祉･教育プロジェクト 

３．産業再生・創出プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

「福島・国際研究産業都市(イノベーシ

ョン・コースト)構想」における拠点施設

の誘致、産業集積をめざします 

放射線に対する、町民の健康不安解消を

めざします 

再生可能エネルギー事業がつくり出す

“地域の再興”をめざします 

農地の保全により円滑な営農再開をめ

ざすとともに、農地の有効な活用による

地域産業の再生をめざします 

町民が安心して、生活できる環境づくり

をめざします 

子どもと保護者が安心できる教育環境

整備を進めます 
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《つながり》                                                                                        

・「心の復興」には、町民同士の絆や、ふるさと

とのつながりの維持が大切です。ふるさとを

離れても町民同士のつながりを続けるため

の「集い」の町外開催や、将来町内で再開す

る行事・祭りに避難先や移転先から駆けつけ

て参加できる仕組みをつくります。 

・子どもから高齢者まで、世代を問わず「桜」を富岡のシンボルととらえ、誇りに思っていること

がアンケート調査などから明らかです。これまで親しまれてきた桜をできる範囲で残し、未来

に向けて新たに桜を植え続けます。また、桜だけでなくツツジなど富岡の花と緑を富岡の誇り

として後世に伝えていきます。 

・富岡町の歴史・文化の説明や特色などをインターネットで配信するほか、新たな町史の編さんに

より、子どもたちへの教育や世代を問わない生涯学習の材料としていきます。富岡を知る機会

を増やしていくことで、ふるさとを離れていても地域を懐かしむことができる取り組みを行い

ます。  

ふるさと富岡の心のつながりづくりの推進 

富岡で生まれ育ったことを誇りに、どこにいてもふるさとと 

つながれる仕組みづくりを行います 

①桜を通じた心の復興 

○夜の森の桜並木を守り育て、富岡町復活の象徴に 

○夜の森の桜並木と西原の桜並木をつなぐ桜の植樹を行い、町民の心をつなげる象徴に 

○桜をはじめ、ツツジやモクレン、ヤブツバキなど富岡の花と緑を町の誇りの象徴に 

②行事・祭りによるコミュニティ再生 

○将来的な桜まつりの再開をめざし、桜の季節の「集い」を継続 

○町外での集いの定期開催で富岡町民同士のつながりを維持 

○町内での行事の再開によりふるさとと定期的につながる機会を創出 

③歴史・伝統・文化の再認識とふるさと学習 

○富岡の歴史・文化を知る機会の創出 

○町史編さんや副読本作成によるふるさと教育・生涯学習の実施 

○インターネットなどを通じ、富岡の歴史や文化、行事などを配信 

生活再建支援 

子どもが描いた富岡町のイメージ(子どもアンケートから) 

プロジェクト１-１ 
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《ニーズ把握》 

・避難継続中はもちろん、避難指示解除後も当面の間の意向調査を

継続します。帰還するかどうかを含め、町との関わり方への意識

は個人で異なります。きめ細やかな意向把握に努めます。 

・未来を担う子どもたちへのアンケートを継続し、町の取り組みに

反映させていきます。 

 

《個別支援》 

・避難生活の長期化から町民それぞれの考えは多様化し、必要とす

る支援の内容も個人により異なっています。ニーズ調査から必要

な支援策を検討し、町民それぞれの生活再建につながる支援に努

めていきます。 

 

《自立を促す支援の検討》 

・避難生活の長期化で、自立意識の薄れが心配されます。仮設住宅

から復興･災害公営住宅への移行促進や、就労に向けた支援を行

います。 

 

町民ニーズの把握と自立をめざした個別支援の強化・見える化 

個人の状況に応じた様々な支援と自立・生活再建を促進します 

①ニーズ把握と個人の状況に応じた支援 

○年代、性別、多様化する居住地など、個人の状況に対応できる取り組みを推進 

○支援の取り組みや税に関する情報などをわかりやすく発信 

○町内の復旧・復興状況の発信や避難先での交流情報の発信・相談機会を強化 

○子どもアンケート継続や個人別意向調査の実施によるニーズ把握 

②自立を促す支援の検討と推進 

○心身の健康維持のための相談会・健康イベントの開催・継続 

○就労意欲増進に向けた各種支援の紹介 

○仮設住宅から災害・復興公営住宅への移行促進 

○様々な手続きの支援や相談会の開催・継続  

プロジェクト１-２ 生活再建支援 
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《立地と様式》 

・先行整備する公営住宅は、上下水道が整備

され、診療所やサロン、商業施設に近い曲

田・岡内地区などに整備します。 

・戸建て、集合住宅のほか、高齢者向けの低

層集合住宅など、ニーズに合った住宅様

式の選択を検討していきます。 

・既存の公営住宅は、空間放射線量や建物の状況などを踏まえ、活用の方法と時期を検討していき

ます。 

《住宅地の将来像》 

・将来的には、夜の森地区などを含めた住宅地活用をめざしますが、当面は復興拠点周辺を足がか

りに、空間放射線量などを踏まえた段階的な住宅地供給を進めます。上手岡地区や高津戸地区

などは常磐富岡インターチェンジの利便性などから、有効な土地活用を検討していきます。 

《土地、建物などの管理》                                                                                        

・土地や家屋は、相続や土地取引の円滑化のために、広報紙やホームページで各種制度の情報提供

を行います。また、保全管理に関する相談窓口の設置を検討していきます。 

公営住宅の整備と町内の土地建物管理の支援 

町内で安心して暮らせる住環境の整備と、 

町内の土地建物を管理する仕組みづくりを行います 

①先行整備の公営住宅は低線量の地域に 

○公営住宅を曲田・岡内地区などに先行整備 

○集合住宅・戸建て住宅・土地の分譲など柔軟な住宅政策 

○共同住宅やグループホーム型を含めた高齢者、障がい者向け住宅の整備 

○リフォームによる空き家の有効活用や既存の集合住宅の公営住宅化を検討 

②津波被災住民や自宅に住むことができない町民用の住宅整備 

○津波被災地域の住民向け災害公営住宅を確保 

○『帰還困難区域』の住民や、『居住制限・避難指示解除準備区域』の自宅が住める状 

況にない町民向けの公営住宅を整備 

○新たに富岡町に居住する住民向けの住宅用地確保や、町内の土地・建物情報を提供す 

る仕組みづくり 

③町内の土地、建物などを管理する体制・仕組みづくり 

○町内の土地、建物、農地、お墓などを管理・保全する仕組みづくり 

○空き家の保守、管理、売買や賃貸などのマッチング支援 

プロジェクト１-３ 生活再建支援 

図：町内の災害公営住宅のイメージ 
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《復興拠点》 

・既存施設の活用で迅速に拠点機能を確保します。 

・診療所、商業施設、公営住宅、サロンを拠点に集約

整備し、生活利便性の確保と交流促進を図ります。 

・県や国の出先機関など官公庁の再開は、町の帰還

に合わせるよう求めていきます。 

・「復興状況の発信」の中心として、町内の情報を集

積し避難継続町民や町外からの来訪者への情報発

信を推進します。 

 

《役場・文化交流センターとスポーツ施設》 

・役場の再開により帰還町民の支援と町の復興を加速化させます。 

・学会など大きな会議に対応できる“学びの森”の最大活用を図りながら、新たな産業技術の開

発や地域の産業再生・創出の核となる福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構

想の拠点施設の誘致を進めます。 

・総合スポーツセンター再開を核にスポーツが盛んな富岡町を取り戻します。  

住民のための復興拠点の整備 

復興の第一歩として中核拠点を位置づけ、機能集約を図ります 

①既存施設が整備された市街地の最大活用で復興の第一歩 

  ○上下水道など既存施設を最大活用し、岡内・曲田地区を復興拠点の核に 

  ○商店、診療所、災害公営住宅を集約して市街地を再生 

  ○拠点地区に町民が集える交流施設を設置 

  ○情報発信の拠点を設け、“とみおかの今”を世界に発信 

②夜の森地区と富岡地区を結ぶ地域の活用 

  ○役場の再開による復興の加速化と帰還する町民への支援 

  ○町民や研究者など様々な人が情報共有・発信できる施設“学びの森”の活用 

  ○産学官連携拠点や研究機関の誘致で新たな産業技術を創出 

③スポーツ施設などの活用 

○“スポーツが盛んな町とみおか”の再興 

○スポーツ施設の活用を通した健康増進と交流促進 

 

 

図：復興拠点イメージ 

プロジェクト２-１ インフラ復旧・拠点整備 

スポーツ施設 
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《立地を生かした公園づくり》 

・2つの原発に挟まれ、甚大な津波被災を受けた世界

で唯一の地帯から、世界に向けて複合災害被災地

の復興過程を発進します。 

・JR 富岡駅に隣接し、国道 6 号から 300m の良好な

アクセス環境を生かし、町内外からの誘客を図り

ます。 

・北部に総合スポーツセンターや“学びの森”(文化

交流センター)などの文化施設、西部に復興拠点を

有し、町の復興を祈るエリアとして位置づけます。 

 

《候補地周辺の震災遺構》 

・全国的に有名となった「被災パトカー」の跡地、被災から蘇ったＪＲ富岡駅、富岡駅前に残り午

後 2 時 46 分すぎで止まった時計、現存する町の災害対策本部会議室を震災遺構として保存･公

開し全国、世界に向け発信していきます。  

町と町民がともに考えた復興祈念公園 

毛萱から小浜の海岸線を 

震災から復興を祈念する拠点として整備します 

①複合災害の教訓を継承 

○ろうそく岩など震災で姿を変えた町のシンボルは、写真や映像などで後生に伝承 

○被災パトカーなどの町が保存した震災資料を公開 

○東日本大震災及び原子力災害に関する記録を保存し公開 

②魅力ある拠点として整備 

○富岡漁港を復旧し、海洋調査に寄与するとともに生業を復活 

○海岸堤防の背後地に津波減災を兼ねた遊休グリーンベルトを整備 

○海岸線と国道 6号を結ぶ避難道路を整備 

○富岡駅前地区を拠点に公共交通機関をネットワーク化 

○公園内への桜の植樹を通じて復活させる町民の誇り 

 

プロジェクト２-２ インフラ復旧・拠点整備 

図：祈念公園概要及び周辺の土地利用 
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《富岡南 IC(仮)の設置》 
・復興拠点に近く設置することで、復興事業の加速

化、廃炉作業の進展、避難路の確保など住民帰還に

向けた環境整備の面でも有効です。 

・当面町外での生活を継続する町民にとっても、居

住地から富岡町へのアクセス性が向上し、ふるさ

ととのつながりが維持しやすくなります。 

《広域幹線ネットワークの整備促進》 
・東西をつなぐ道路環境の充実により、浜通り、中

通り、会津地方との広域的連携の強化や移動時

間の短縮、交流促進、避難路の確保を促します。 

《路線バス》 

・町内の路線バスの再開、周辺市町村との連携によ

る避難先と富岡をつなぐバス路線の再開・新設

により、交通弱者を面的に支援していきます。  

広域的な道路・交通基盤の整備 

交通基盤整備による復興加速化と他地域との迅速な連絡を確保します 

①広域幹線ネットワークの整備促進 

○国道６号・常磐自動車道の４車線化、県道広野小高線の早期整備など「南北幹線道

路」の早期整備促進 

○県道小野富岡線、国道１１４・２８８号の改良、あぶくま高原道路へのアクセス向

上など、「東西幹線道路」の整備促進 

②鉄道交通の早期再開と移動時間の短縮 
○ＪＲ常磐線の早期再開 

○首都圏への移動時間短縮 

③常磐道富岡南 IC(仮称)の設置 
○災害時の早期避難路の確保と救急・消防など緊急車両の迅速性確保 

○町中心部への IC設置により、アクセスを飛躍的に向上 

④生活交通基盤の整備 

○面的に町内を走る路線バスの運行再開 

○周辺市町村との連携による路線バスの再開･拡充 

プロジェクト２-３ インフラ復旧・拠点整備 

図：富岡南 IC 位置図(案)および 

  広域幹線ネットワークイメージ 
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《保全管理》 

・除染後の農地は農業復興組合と連携し、

営農再開までの間、除草などの保全管理

を行います。 

《風評被害対策》 

・露地栽培の作物などの放射線量検査を実

施し、徹底した農作物の安全確認体制と

安全性を広く発信していきます。 

《新たな産業おこし》 

・ハウスなどの施設栽培を推進し、農産物の加工品や食用以

外の新農産品などの開発により、地域産業の 6 次化の方策

を検討します。 

《売れる農業への試み》 

・販路の確保に力を入れ、食用・非食用に関わらず売れる作

物の栽培を推進し、営農意欲の維持向上をめざします。 

 

 

農業・農地再生に向けた取り組み 

農地の保全により円滑な営農再開をめざすとともに、 

農地の有効な活用による地域産業の再生をめざします 
①農地の保全管理 

○高齢者、離農者、遠方避難者など、農地保全が困難な方を対象とし設立した、農業復

興組合を中心に、営農再開に向けた保全管理を実施 

○治水効果による災害の未然防止、生態系の維持など多面的機能を有する農地の保全 

○除染後の農地の地力回復のため、様々な堆肥を用いた実証実験を実施 

②農作物風評被害対策の推進 

○農産物の放射線量検査を十分に実施し安全性を確認、発信 

○県、JA、土地改良区などの関係機関との密な連携で農業復興をめざし、農地の有効

活用での地域振興 

③農地を活用した新たな産業おこし 

○飼料用作物、非食用作物を含めた「売れる」作物の栽培を促し、販路拡大を推進 

プロジェクト３-１ 産業再生・創出 
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《迅速に復興の姿を発信》            《エネルギー供給基地イメージ》 

・町から首都圏へ電気を送る新福島変電所

と送電網を活用し迅速な復興再生を実現

します。 

・特に太陽光発電は、高い採算を得るため

に、日照時間の確保や大規模造成を必要

としない平坦な地形の利用など工夫に努

めます。 

・売電益の一部を地域振興策に還元し、農

地再興、地元中小企業などの事業活動支

援、新たな研究施設設置、先端リサイク

ル業進出など、国内外の様々な企業の誘

致を促進します。 

・電気を効率的に地産地消できる“スマー

トコミュニティ”の形成に向け、モデル

的な導入を促進します。 

 

エネルギーを中核とした産業によるまちづくり 

再生可能エネルギー事業がつくり出す“地域の再興”をめざします 

①原子力に依存しない「新たなエネルギーの創出」 

  ○原子力災害を経験した原発立地町の使命として、原子力災害を克服し再生する姿を

発信 

  ○エネルギー供給基地に留まらない、関連産業などの集積による安定した雇用の創出 

  ○滝川ダムを活用した小水力発電などの再生可能エネルギーの導入 

②売電益の一部を地域に還元 

  ○農業生産団体や地元企業への支援により地域全体の経済活性化 

  ○先端技術研究施設などの誘致と地元企業の連携による“産業が産業を生み出す”仕

組みづくり 

図：シャープ富岡太陽光発電所(富岡工業団地内) 

 のイメージ 平成 27 年 6 月稼働(予定) 

図：スマートコミュニティのイメージ 

(出典：経済産業省) 

プロジェクト３-２ 産業再生・創出 
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≪富岡町の優位性≫ 

・役場、学びの森、富岡駅(海岸線まで徒歩 5分･

双葉郡で最も海に近い駅舎)、多様なスポー

ツ施設に隣接または近接した好立地です。 

・東京電力福島第一・第二原子力発電所の中間

に位置し、複合災害の教訓・知見を発信する

には最適の場所です。 

・下水道を始め既存施設が充実しており、有効

活用が可能です。また国道 6号や県道・町道

など幹線道路からのアクセスが良好です。 

≪期待される効果≫ 

・富岡町のみならず双葉郡の広域的な復興を更に加速させます。 

・交流人口の拡大、国際交流の創出、産業集積による雇用の創出が期待できます。  

「イノベーション・コースト構想」拠点施設などの誘致・具現化 

「福島・国際研究産業都市(イノベーション・コースト)構想」に 

おける拠点施設の誘致、産業集積をめざします 

①国際産学連携拠点(国際共同研究施設) 

○廃炉などの研究開発・人材育成の拠点、ベンチャー企業の創出促進 

○役場や国・県などの関係機関など富岡町の充実した都市機能の再開・連携で拠点整

備を図り、人々の交流拠点として町全体の更なる発展 

○国際産学連携拠点施設に続く教育・学術・研究機関や企業などの誘致を視野に入れ

た拠点整備 

○当該施設の供用開始までに、国・県等と一体となって国内外の研究者が安心して研

究し生活できる環境を整備 

②アーカイブ拠点 

○地震・津波・原子力・風評などの複合災害の教訓や知見を後世に継承、世界に発信 

○富岡駅付近など復興拠点内の新たな施設整備をめざすとともに既存施設を活用 

○他地域に先駆け進めている震災遺構の保存活動を強化、子どもからお年寄りまで多

くの町民が関わることのできる事業を展開 

③新たな産業集積 

○富岡町の魅力や利便性を最大限生かした拠点施設の誘致、産業集積 

プロジェクト３-３ 産業再生・創出 

図：拠点施設の誘致・産業集積イメージ 
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《保護者の不安を解消》 

・保護者の不安を解消することが子どもの不安解消につながります。面談やアンケートなどで

保護者、子どもたち双方の声を継続的に聞き、取り組みに反映する仕組みをつくります。 

《他市町村と連携し教育環境の充実を》 
・「双葉郡からの避難者だから」と差別や偏見をもたれず、子どもたちが安心して教育を受けら

れる環境整備に向け、避難先市町村との連携を図ります。 

《子どもたちの意向の反映》  
・再会の集いの開催回数を増やしてほしいとの声(子どもアンケート)を

尊重し、子どもたちが富岡の友達と交流できる機会を増やします。 

・子どもアンケートでは夜の森の桜を「誇りに思う」、「守って欲しい」

との意見が多くありました。できる範囲での維持・保存に努め、子ど

もたちの想いを尊重します。 

《子どもたちと町とのつながり》 

・ふるさとを離れても富岡について学び、愛着を抱ける環境づくりに向

け、副読本の作成やふるさとに関する学習機会を設けます。 

・若者対象にも、町の現状や課題などを説明して欲しいという意見があ

るため、説明会の開催を検討し情報の発信の強化を進めます。 

《町内の学校》 

・町内の学校は、放射線量などの状況を見極めながら、合同の小中学校

を低線量区域である市街地復興先行ゾーン(曲田)での再開をめざし

ます。 

・通学路の除染などを含め、学校生活での放射線低減の対策を行います。 

  

子どもたちの意向の尊重と子どもの教育環境の整備 

子どもと保護者が安心できる教育環境整備を進めます 

①教育環境の整備 

○未来を担う子どもの声を町の取り組みに反映する仕組みづくり 

○避難先での学校生活を含めた、町外での教育環境の改善 

○子どもたちが抱いている「誇り」を尊重し、大人たちに発信する仕組みづくり 

○富岡について学び、愛着を抱ける「ふるさと教育」の推進 

○町内の学校、生涯学習施設・運動施設など文化施設の再開・利活用 

プロジェクト４-１ 福祉・教育 
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《町立仮設診療所の整備》 

・町民が安心して帰還できる健康・生活支援として、内科診

療を先行した無床型の診療所を復興拠点地区に整備します。 

・近隣町村と連携した地域医療の再構築と二次医療を担う

国･県立病院などの誘致活動を行います。 

《地域支え合い体制づくりの推進》 

・避難先市町村や関係団体、社会福祉協議会などと連携・協

力し、地域での見守り活動を推進して、孤立化防止や高齢

者などの自立支援を図ります。 

・地域福祉の充実のためには地域住民の社会福祉活動が重要

です。広報・啓発などを通じて、ボランティア・ＮＰＯ活

動への参加意識を高め、ボランティア人材の育成を支援し

ていきます。 

《健康診断・各種検診の実施と健康づくり事業の推進》 

・県内外問わず、健康診断・検診の受診率の向上と、健康関連データの管理システムを活用した

健康管理を行い、疾患予防、健康づくりに取り組みます。  

心身ともに健康で安心して生活ができる医療・福祉の充実 

町民が安心して、生活できる環境づくりをめざします 

①帰町に向けた取り組み 

○町立仮設診療所の整備 

○地域医療の再構築に向けた二次医療を担う国・県立病院の誘致 

  ○高齢者などが共助の精神で過ごす共同生活型住宅の整備 

  ○高齢者、障がい者などへの見守り体制の整備と介護施設の再構築 

②避難先での生活支援 

  ○情報提供・相談体制の強化 

  ○地域支え合い体制づくりの推進 

○避難先での仮設診療所の運営と郡立診療所の設置支援 

○高齢者サポートセンターを中心とした高齢者への生活支援 

③疾病など予防の積極的な推進 

○健康診査・各種検診の実施と健康づくり事業の推進 

○健康教育・相談事業の実施 

○疾病・介護予防の総合的な推進 

プロジェクト４-２ 福祉・教育 

サポートセンターイメージ 
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《放射線被ばく検査受診率の向上》 

・放射線に対する健康影響への意識を風化させないために、

内部被ばく検査、甲状腺検査、健康診査の受診率向上をめ

ざします。 

《健康手帳及び個人積算線量計の活用促進》 

・健康診査、甲状腺検査、内部被ばく検査、個人積算線量計

(Ｄ－シャトル)集計結果などのデータを、町民と町が一

体的に管理し、将来にわたる町民の健康管理に役立てま

す。 

・放射線の健康不安を解消するため、きめ細やかな情報・意

識の共有に努めます。 

・町の健康相談時に健康手帳を活用し、医師からのアドバ

イスを反映させるなど健康管理に役立てます 

《継続的なモニタリングの実施》 

・町内全域の空間線量、土壌・作物などに含まれる放射性

物質の量を継続的にモニタリングし、結果を正しく理解

するための学習会を開きます。  

町民の放射線健康管理の充実 

放射線に対する、町民の健康不安解消をめざします 

①放射線被ばく検査体制の推進 

○ホールボディカウンターによる内部被ばく検査の受診率向上 

○甲状腺検査の受診率向上 

○県民健康調査(健康診査含む)の受診率向上 

②放射線と健康に関する啓発活動 

○放射線の基礎知識を習得するための学習会の開催 

○放射線に関する相談体制の充実 

○健康手帳・個人積算線量計の活用促進 

③町内放射線モニタリングの充実 

○継続的な町内放射線モニタリング(空間線量、土壌、食品、農産物、水質など)の実施 

○測定結果を町民の日常生活に役立てるための情報提供 

 

線量計 

健康管理手帳 

プロジェクト４-３ 福祉・教育 
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復興スケジュール 

 

 

 

 

  

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

町史
編さん
開始

支援の
あり方の
見直し

（町内・町外）

町内の土地・建物な
どを管理する体制・
仕組みづくり

管理体制
の検討

管理体制
の構築

歴史・伝統・文化の
再認識とふるさと学
習

意向調査（第三の道を含む）

町内帰還促進策の推進、町内居住エリア／年代別などでの課題把握（町内）、
町内生活に関する情報発信（町外）

避難先での
意向調査

生活再建支援

町史編さん準備
（体制構築・執筆者
確保・資料収集）

歴史を通じた生涯
学習講座の開設
（避難先）

継続的なふるさと教育教材の発行・配布
／郡内での横断的な企画展・歴史講座の開催

ふるさと教育教材の
作成着手

第三の道を選択した町民への配布／学校教材・生涯学習教材内容の改訂・配布

町史編さん・発行

歴史を通じた生涯学習講座の開催
（避難先・町内）

歴史を通じた生涯学習講座の開催
（町内）

夜の森以外への桜の植樹、
夜の森の桜の手入れ・植え替え

町外での集いの定期開催

公営住宅の整備

先行整備 本格整備

本格整備に向けた
検討

（ニーズ調査・用地選定）

桜を通じた心の復興

資料寄託・寄贈の受け入れ
／保全管理

維持管理

避難先への枝分け・拡散／桜情報の発信

帰還者への支援厚遇と町外避難継続者への支援継続／
就労情報の提供（可能であれば）

公営住宅の維持管理

生活再建

支援

町内での行事再開 桜まつりの再開

全域調査・資料レスキュー
（能動）

資料寄託・寄贈の受け入れ
（受動）

避難先での企画展開
催

／ふるさと教育実施

避難先・町内双方
での企画展開催

／ふるさと教育の実
施

／地域講座の開講

管理

ニーズ把握と個人の
状況に応じた支援

行事・祭りによるコ
ミュニティ再生

支援のあり方の見直し（町内・町外）

就業・就労情報の
把握・提供

自立を促す支援の検
討と推進

ふるさと

富岡の心

のつなが

りづくり

の推進

町民ニーズ

の把握と自

立をめざし

た個別支援

の強化・見

える化

公営住宅の

整備と町内

の土地建物

管理の支援

復旧期 発展期復興期
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H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

市街地連係ゾーンの
整備

役場機能の
先行帰還

スポーツ施設の整備

広域幹線ネットワー
クの整備促進

常磐道富岡南ＩＣ
（仮称）の設置

農地を活用した新た
な産業おこし

インフラ

復旧・

拠点整備

市街地復興先行ゾー
ンの整備

観光誘客への取り組み

供用開始～定住等の促進 まちなみ形成

役場機能の強化（再構築）

富岡駅の復旧・再開

JR常磐線の全線開通への取り組み

鉄道交通の早期再開
と移動時間の短縮

役場の本格帰還

整備方針・内容の
検討

整備工事

生活環境施設の
復旧・先行整備

（上下水道・買い物施設〔H27
秋〕・サロン・仮設診療所）

生活環境施設の本格整備
（商業施設・集会場・警察署・消防署）

町民ニーズを踏まえた
生活環境施設の充実

新設要望　＞＞＞＞＞＞　用地選定　＞＞＞＞＞＞　アクセス道路の検討・整備　＞＞＞＞＞＞　設置

除染・復旧整備・高規格化の要望　＞＞＞＞＞＞　実現に向けた関係機関との調整　＞＞＞＞＞＞　順次併用開
始

（駅前広場の整備）

曲田地区区画整理事業の再開　＞＞＞＞

（道路、公園、宅地
などの整備）

売電益による地域振興策の取り組み

再生可能エネルギー創出の推進再生可能エネルギー検討・調査

スマートコミュニティの形成に向けた検討（モデル事業）

拠点施設の誘致
（誘致場所の検討）

拠点施設の整備 拠点施設を核とした新たな産業集積

営農再開

除染・保全管理

除染廃棄物の移動　＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞　施設修繕　＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞　施設再開

風評払拭対策の
検討

新たな農業形態・農地利活用
の検討

新たな農業形態のモデル的
取り組み

太陽光発電施設の設
置

産業再

生・創出

新たな農業形態の推進

検査体制の整備

農産物商品の開発

検査体制の確立 検査体制の充実

農産物商品の生産体制の
整備・販路開拓

農産物商品のブランド化への検討・取り組み

風評払拭対策の推進
農作物風評被害対策
の推進

農地の保全管理

事業再開支援

地域産業の６次化推進

商店街の賑わい再生

営農再開に向けた
体制整備

ｙ

住民のため

の復興拠点

の整備

町と町民がともに考えた

復興祈念公園

広域的な道

路・鉄道交

通基盤の整

備

復興期復旧期 発展期

地域産業の

再開・回復

農業・農地

再生に向け

た取り組み

農地の有効

活用による

地域振興

エネルギーを中核とした産業

によるまちづくり

「イノベーション・コースト

構想」拠点施設などの誘致・

具現化
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H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

町外での医療・福祉
サポート

住宅・
宅地周り

学校再開条件の検証　＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

施設再開可否の検証　＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

町外における
医療・福祉サポート

拠点の充実

町内における福祉体制と連携した
町外におけるきめ細やかな医療・福祉

サポート体制の整備

農地・生活圏の森林

　　　　　　　　　帰還困難区域の除染要望　＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞　除染実施

　　　　　　　　　除染効果の検証（再除染の要望）

除　　　　　染

（再除染）

既存医療機関・広域医療体制・救急医療体制の整備

総合的な福祉体制の充実（人材育成）

福祉・教

育

町内生涯学習施設の復旧

町内の学校再開
条件の検討

帰町に向けた
放射線健康管理
体制の強化

町立仮設診療所の開
設（H28秋）

高齢者向け住宅・介護施設の整備

高齢者サポート体制
の検討・整備

子どもや障がい者への福祉体制の
検討・整備

帰町に向けた
町内放射線モニタリン
グの強化

町内放射線モニタリングと測定結果の情報提供の充実

町外での放射線被ばく検査体制・健康相談体制の充実

放射線と健康に関する町独自の調査と
啓発強化

町内での放射線被ばく検査体制の強化
・健康相談体制の充実

総合的な福祉体制の充実（人材育成）

帰町に向けた医療・
福祉サポート

子どもたちの意向の尊重と子

供の教育環境の整備

心身ともに

健康で安心

して生活が

できる医

療・福祉の

充実

町民の放射線健康管理の充実

復興期復旧期 発展期
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第４章 

土地利用方針 

  

重点プロジェクトを効果的に進めるため、町の社会インフラの

最大限活用をはじめとした土地利用の方針を示しています。 
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（１）復興をめざす新たな土地利用方針 

本町の復興をめざす新たな土地利用方針については、双葉郡のほぼ中央に位置し多くの

人々が交流した地理的優位性を最大限活かすとともに、帰還する町民だけでなく、「帰還

しない」または「今は判断できない(しない)」道を選んだすべての町民が、ふるさとでの

暮らしに誇りを感じ、富岡とのつながりを保ち続けられるよう、さらには、富岡町で新た

に暮らし始める方々も居心地よく親しめるよう、仕事、生活、文化の再生、人々の交流の

場をつくり、互いに連動、発展させていくことが極めて重要です。 

一方、復興のさらなる加速化を図るためには、震災以前より有する本町の成熟したイン

フラの有効活用、そして、中長期的な視点による土地の再生が必要となる『帰還困難区域』

の状況を踏まえた、復興に伴う新たなニーズに対応するための柔軟な土地利用の転換が必

要です。 

これらを踏まえ、富岡町災害復興計画(第二次)においては、復興に向けた土地利用の方

針とゾーン配置を以下のとおり設定し、ゾーンごとの土地利用計画を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【土地利用方針】 

町内の復興のため、多くの人々が交流してきた地理的優位性や

富岡町の強みである社会インフラ(上下水道・道路、交通基盤、

漁港、農地、都市施設)を最大限活用し、震災前よりも魅力ある

土地利用の実現をめざします。 

❏土地利用のゾーン配置 
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（２）ゾーン別の土地利用方針 

＜6 つのゾーン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 １．市街地復興先行ゾーンの形成 (中央・本町・曲田) 
・町の強みである社会インフラを最大限に活用するため、市街地復興先行ゾーンと位置づけます。 

・比較的線量が低く、上下水道が整備されている岡内・曲田地区において、富岡町再生の一歩とし

て、先行的に市街地復興を進めます。 

 ２．市街地連係ゾーンの形成 (王塚・役場・学びの森) 

・先行的に市街地復興を進める「岡内・曲田地区」と、中長期的に再生を進める「夜の森地区」と

の中間にある王塚地区、役場・文化交流センターを市街地連係ゾーンとして、有効活用します。 

・役場、文化交流センター、総合スポーツセンターなどの既存施設を生かし、イノベーション･コ

ースト構想を踏まえた研究教育拠点として、発展的な土地利用を進めます。 

３．復興祈念ゾーンの整備 (小浜・仏浜・毛萱) 
・JR 富岡駅の東側一帯を復興祈念ゾーンに位置づけ、地震・津波・原子力の複合災害の被災地と

して世界に向けて情報を発信します。 

・福島第一・第二原発に挟まれた富岡漁港を活用し、「原発被災」・「ふくしまの海の視察」・「研

究の拠点」をめざします。 

・復興祈念ゾーン内を走る浜街道のかさ上げや、海岸防災林造成、防潮堤整備により、津波被害を

軽減します。 

４．農地の再生・活用ゾーンの形成 (上手岡・上郡山・下郡山) 

・基幹産業を担ってきた優良農地を有する地区では、農地再生、農作物工場、再エネ、各種産業集

積・誘致地など様々な利活用を進めます。 

・常磐富岡 IC と夜ノ森駅に近接する高津戸地区などは、様々な有効利用が想定されるため、将来

的にはアクセス利便性を利用した土地利用の検討を行います。 

 

６．｢再生発展ゾーン｣の形成検討(夜の森・小良ヶ浜など) 

・浜通り屈指の観光資源であり、町民の誇りである“桜”を有する「夜の森地区」並びに優良な農

地を始めとする多様な利活用が望める土地を有する「小良ヶ浜地区」を再生します。 

・道路・上下水道などが整備された住宅地が集積される「夜の森地区」の再生並びに多様な土地利

用の可能性を持つ「小良ヶ浜地区」の再生を進め、富岡町復活の象徴とします。 

・具体的な土地利用の検討は地区の除染を前提に進め、国には『帰還困難区域』の除染実施を強く

求めます。 

５．広域ネットワーク拠点“富岡南 IC(仮)”の新設と｢産業集積ゾーン｣の

形成 (上本町・赤木・中央・本町) 
・当面の二地域居住や、長期待避、町とのつながりを担保する一つの方法として、避難先と富岡町

のアクセスを向上する常磐道富岡南 IC の新設をめざします。 

・中長期的には、IC の新設による、大都市と富岡町とのアクセスの飛躍的な向上を活かし、赤木

地区の富岡工業団地と連携した産業集積地帯としての展開をめざします。 
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比較的放射線量が低く、上下水道などのライフラインが整備され、交通の利便性も高い岡

内・曲田地区を「市街地復興先行ゾーン」と位置づけ、“くらし”の復興拠点として先行整

備します。 

 

 

 

 

 

❏整備施設と機能 

整備施設 機能 

商業エリア 

(大型商業施設、コンビニエンス・ストア、 

ガソリンスタンド、個人商店など) 

日常生活に必要な買い物、 

交流スペース等の各種生活サービスの確保 

情報エリア 

(交流サロン、復興情報発信施設など) 
復興の動きや震災の記憶、富岡の歴史の発信基地 

住居エリア 
(既存の区画を利用した戸建住宅) 

帰還町民、就業者、研究者等のための居住空間 

公共施設エリア 
(災害公営住宅、集会所、図書館など) 

帰還町民のための複合住宅、交流施設の集約 

医療・福祉エリア 
(公設診療所など) 

医療・福祉施設等の集約 

駅前エリア 
(駅前広場、複合ビル、オフィスなど) 

アクセスの良いオフィス街、 

人々が行き交う交流の空間 

 

 

 

  

商業エリア 情報エリア

住居エリア駅前エリア
（複合ビル、オフィス等）

事業
用地 約22.0ha

JR富岡駅

国道６号

公共施設エリア
（災害公営住宅、

集会所、
図書館など）

住居エリア

医療・福祉エリア

１．市街地復興先行ゾーン(中央・本町・曲田) 

❏計画イメージ 

【土地利用方針】 

○居住環境や生活サービス機能の集約・充実を図り、町の再生の第一歩として先行

的に市街地の復興を進めます。 
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双葉郡最大の観光地「夜の森地区」、くらしの拠点「富岡地区」という富岡町の二大市街

地の中間に位置する役場・学びの森周辺は、様々な土地利用が期待できます。富岡地区の先

行的な復興を足がかりに、夜の森地区の再生を加速化させる意味でも、つなぎ目の王塚地区

の有効活用が大切です。 

 

 

 

 

 

❏復興拠点の形成 

 役場や学びの森のある王塚地区は、６つのゾーン

の中心に位置しています。役場機能の早期回復を図
り、復興拠点を形成することで、隣接する再生発展
ゾーンを含めた町全体の発展につなげていきます。 
 

 

 
      

❏様々な土地利用への期待 

平坦で広大な優良農地であり、主要道路か
らの交通アクセスが良い地区のため、農業再
生などを含め様々な産業での土地利用が考
えられます。 
また、コンベンション施設の「学びの森」

や総合スポーツセンターなど既存の文化・運
動施設を有効活用しながら、福島・国際研究
産業都市(イノベーションコースト)構想の
拠点施設誘致を図る候補地の一つとして検

討を進めます。  

２．市街地連係ゾーン(王塚・役場・学びの森) 

 

【土地利用方針】 

○くらしの拠点や既存のスポーツ施設と連係して復興拠点を形成し、富岡町全体の

復興事業を先導していきます。 

○農業を含めた各種産業の集積候補地としての活用や、役場・学びの森などの既存

施設を生かし、イノベーション･コースト構想を踏まえた研究教育拠点など発展的

な土地利用を進めます。 

役場庁舎から望む王塚大原地区 

☆面的除染で効率的な放射線量の低減が期待できます。 

☆夜の森地区から車で３分、復興拠点から車で２分の好

立地です。 

☆『帰還困難区域』の再生に最前線で取り組みます。 
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震災、原発事故の風化を防ぎ、町の復興を進めるためには、多くの来訪者が町の状況を目

で見て体感し共有することが大切です。地震・津波・原子力の複合災害からの富岡町の復興

の祈りと未来と世界に強くメッセージを発信する拠点として「復興祈念ゾーン」を設け、世

界中から多くの人が集う場所をめざします。 

 

 

 

 

❏復興祈念ゾーンの特色 

整備施設・スポット 特色・見どころ 

災害経験を世界に発信 

アーカイブ施設 

 午後２時４６分過ぎに止まった時計、被災パトカー、ＪＲ富岡駅の改札・駅名板

などの震災遺構を展示し、複合災害の経験を発信 

 ３Ｄ撮影した災害対策本部や富岡漁港、ＪＲ富岡駅、子安観音堂など災害関

連施設の疑似体験コーナーを設置 

 町が保全している地域資料の展示や解説を通じ、古代以来の富岡地域の歩

みと東日本大震災・原発災害までの地域の成り立ちを紹介 

世界唯一の立地を活用 

富岡漁港 

 福島第一原発に最も近く、二つの原発に挟まれた漁港の特性を生かし、原発

や洋上風力発電施設などの海からの視察拠点としての活用 

 富岡沖の魚介を来訪者が釣り、放射性物質の含有量調査を体験する場に 

減災という考え方を理解 

遊休グリーンベルト 

 減災施設として整備する海岸林の周囲に塩害に強い桜などの花木を植え遊

歩道を整備し、来訪者が津波被災地の再生を体感できる場に 

鎮魂のために  慰霊碑  津波の犠牲者や避難中に亡くなった方々の霊を鎮める慰霊碑を設置 

自然の偉大さを感じる 

ろうそく岩跡ビューポイント  

 津波の力の大きさや波高を目と体で体験できるビュースポットを設置 

 福島第二原発の眺望を通じ、原発に向き合ってきた富岡町を感じるポイントに 

古
いにしえ

からの拠点・富岡 

富岡川岸歴史浪漫ロード 

 河川拡幅後、町道沿いの小浜代遺跡や横穴群を見学スポットとして活用 

 古代から双葉地域の中核拠点として富岡地域が存在してきたことを紹介し、歴

史に思いを馳せられるソフト事業を展開 

先人の知恵から学ぶ 

子安観音・毛萱観音 

 津波被災を受けながら流出をまぬかれた子安観音(公園北部)と毛萱観音(公

園南部)から得られる先人の知恵を紹介 

  

３．復興祈念ゾーン(小浜・仏浜・毛萱) 

 

【土地利用方針】 

○福島第一・第二原発に挟まれた世界唯一の富岡漁港を活用し、「原発被災」、「ふ

くしまの海」の視察や体験・研究の拠点をめざします。 

○震災遺構を備えたアーカイブ施設を設置し、世界に向けて情報を発信します。 

 

〈復興祈念公園のイメージ〉 
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町の基幹産業を担ってきた優良農地を有する地区では、常磐自動車道や常磐線と近接する

アクセス利便性の良い好立地条件を活かし、農地再生、農作物工場、再生可能エネルギー施

設、各種産業集積など、土地の様々な利用方法を検討し、その利活用を進めます。 

 

 

 

 

 

❏計画イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

農地の再生・活用ゾーン 

富岡南ＩＣ(仮) 

富岡 IＣ 

 

 

農地の再生・活用ゾーン 

再生可能エネルギーと農業の融合 

 

 

 

 

 

ソーラーシェアリング            ハイブリット農業施設 

４．農地の再生･活用ゾーン(上手岡・上郡山・下郡山) 

 

【土地利用方針】 

○農地再生・保全と有効活用の適切なバランスの検討を踏まえ、発展性のある土地

の利活用を進めます。 

水耕栽培による植物工場

などへの利用による新たな

営農形態の形成 

 

 

再生可能エネルギー施設な

どへの利用による新たな産

業の創出 

 

 

営農再開やふるさとの景観

維持を見据えた農地保全 
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町民や新たな住民の継続的な就労の場の創出を図るため、常磐自動車道や富岡工業団地

を最大限活用した産業集積を進めます。さらに、各ゾーンの有機的な連携、首都圏や近隣

市町村との流通活性化による町全体のさらなる発展を図るため、広域ネットワーク拠点と

して「富岡南ＩＣ(仮)」の新設をめざします。 

 

 

 

❏ＩＣ設置の具体的効果 

二地域居住の利便性 

○町内の自宅を保持しつつも、帰還の見通しが立つまでの避難先からの「二地域居住」
が想定され、ＩＣの設置により町民の利便性が確保されます。  

産業集積の促進 

○富岡町の利便性がさらに向上し、“人”、“もの”の流通が活性化されます。 

緊急時における住民・作業員等の避難路の確保 

○原発事故発生時、国が定めた緊急時防護装置準備区域外へ、作業員及び付近の住民が
速やかに避難するための避難路を確保することができ、30km 圏外までの所要時間が
短縮されます。 

❏計画イメージ 

 

 

 

  

【土地利用方針】 

○広域ネットワーク拠点として常磐道富岡南ＩＣ(仮称)の新設をめざします。 

○常磐自動車道や富岡工業団地を最大限活用した産業集積を進めます。 

５．“富岡南 IC(仮)”と産業集積ゾーン(上本町・赤木・中央・本町) 

 

再生発展ゾーン 

 

農地の再生・ 

活用ゾーン 

 

産業集積 

ゾーン 

 

農地の再生・ 

活用ゾーン 

 

 

復興拠点 

 

市街地復興

先行ゾーン 

 

復興 

祈念 

ゾーン 

 

市街地連係 

ゾーン 
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いまだに放射線量の高い夜の森・小良ヶ浜地区は、国による『帰還困難区域』の徹底除染

を前提に、観光資源(夜の森の桜)や優良農地を活用した市街地再生・地域再生のための有効

な土地利用方法を、町民とともに検討していきます。さらに、富岡のシンボルである夜の森

の桜並木の整備や、再び子どもたちが集えるような公園整備などをめざし富岡町復活の象徴

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【土地利用方針】 

○国に対し、徹底した除染を強く求めていきます。 

○「夜の森の桜」や広大な優良農地を活用した市街地再生・地域再生、産業集積等

を中長期的に検討していきます。 

放
射
線
量
の
低
減 

町
内
全
体
の
復
興
状
況
を

踏
ま
え
た
新
た
な
土
地
利
用

ニ
ー
ズ
の
吸
い
上
げ 

 
土地の現況把握と 
土地利用上の課題整理 

土地利用アクションプランの策定 

土地利用施策の事業化と実施 

町民参画による 
土地利用計画の検討 

６．再生発展ゾーン(夜の森・小良ヶ浜など) 

 

市街地再生・地域再生に向けて 
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❏富岡町復活の象徴 ～夜の森の桜の下に集える日をめざして～ 

富岡町にとって「夜の森地区」は、桜並木、夜の森公園、桜まつりなどに代表されるよう

に、子どもからお年寄りまでが集い桜をとおして心通わす“心のふるさと”であり、また浜

通り最大級の観光地として町外との交流拠点でもあります。 

町民は震災以降、夜の森の桜のもとに再び集えることを心の支えとして、長期に亘る避難

生活を送っています。 

町は、富岡町災害復興計画(第二次)の理念である「町民一人ひとりの“心”の復興」と「町

民の心をつなぐ“ふるさと富岡”の復興」を実現するためには、この夜の森地区の再生が必

要不可欠であることを改めて確認し、子どもからお年寄りまで全ての世代の町民の笑顔に

あふれた“ふるさと”の再生に全力を尽くします。 
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第５章 

分野別の具体的取り組み 

  

基本方針を実現するためのすべての取り組みを、分野別に示

しています。 
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分野別の取り組みの構成 

 

 

 

 

 

 

 

   

インフラ復旧 

・拠点整備 

生活再建支援 

1-1 生活再建のための支援の実施 

2-1 町内の住宅再建と土地・建物の管理・保全 

2．住宅再建と生活環境の向上 

2-2 災害公営住宅などの整備 

2-3 避難先の生活環境の向上 

2-4 町内の生活環境の向上 

2-5 自助・共助・公助による地域の安全・安心な暮らしの確保 
(地域防災・防犯) 

2-6 高齢者などにもやさしい交通利便性及び交通安全対策の充実 

2-7 循環型の仕組みによる環境負荷の少ないまちづくりの推進 

2-8 町民間の絆の維持及びコミュニティ醸成の取り組みの推進 

1．復旧期における生活再建と雇用の確保 

3-1 迅速かつ丁寧な除染及び廃炉作業の推進 

3．除染･廃炉作業の推進 

4-1 交通基盤の復旧・復興 

4．町内の都市基盤と拠点の整備 

4-2 生活を支えるライフライン施設の復旧 

4-3 災害に強いまちづくり 

4-4 震災・原発事故からの再生を契機とした魅力の創出 
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福祉・教育 

産業再生･創出 

情報発信・収集 

5-1 地域産業の再開・回復  

5．地域産業の再生・創出 

5-2 新たな産業基盤の形成 

5-3 地域産業の新たな取り組みの推進 

5-4 商業・観光などサービス産業の再生 

7-1 避難先における教育環境の整備 

7．教育と学習の再生・充実 

6-2 放射線に対する健康不安解消に向けた健康づくり活動の推進 

6-3 子どもから高齢者までが安心して暮らせる環境の整備 

6-4 子育て環境の充実と子育て世代に対する支援 

6-5 社会保障の強化 

6-1 放射線量の検査などによる町民の安全・安心の確保 

6．健康福祉の再生・充実 

7-2 町の将来を担う若者を育む学校教育の充実 

7-3 エネルギー教育や防災教育の充実 

7-4 生涯学習・スポーツ教育などの充実 

8-1 帰還の判断材料となる情報の収集・発信 

8．情報の収集・発信 

8-2 原子力災害などによって生じたコミュニティ分断への対処 

8-3 原子力災害などの情報発信と国民の理解醸成 

8-4 町民のニーズの把握と分かりやすい情報発信 
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（１）生活再建支援 

１．復旧期における生活再建と雇用の確保 

中区分 小区分 取り組み 

1-1 生活再建
のための支援
の実施 

(1)生活再建の
ための支援の
実施 

①賠償に関する格差是正の要望 

②賠償未請求者の解消 

③避難生活や生活再建のための補償や支援などに関する要請(原子

力損害賠償の追加・継続など) 

④税の優遇などの期間延長の要望 

⑤ハローワークなど雇用情報の提供、雇用の創出 

(2)個々の状況
に応じた生活
再建支援の実
施 

①生活再建に関する町民のニーズ調査の実施 

②相談窓口、拠点の整備 

③町民の帰還意向別の支援メニューの検討 

④町民の年齢や性別、家族などの状況に応じた支援メニューの検討 

⑤自立に向けた支援策の検討 

2．住宅再建と生活環境の向上 

中区分 小区分 取り組み 

2-1 町内の住
宅再建と土地･
建物の管理・保
全 

(1)被災住宅の
再建・管理 

①被災住宅の解体除染の推進 

②町民が帰還するまでの間の継続的な除染及び補修の実施要請 

(2) 町 内 の 土
地･建物などの
管理･保全 

①空き家となる家屋などの管理(データベース)、売買などのマッチ

ング支援 

②第三者機関による町内の土地･建物などの管理・保全 

③町民の一時帰宅支援(交通弱者への町内移動支援) 

2-2 災害公営
住宅などの整
備 

(1)災害公営住
宅などの整備 

①意向調査の精査に基づく災害公営住宅などの整備 

②復興公営住宅に入居できない町民への対応 

③町内の災害公営住宅の整備 

④町営住宅の今後の取り扱いの検討 

⑤新たな住民のための居住地の確保・整備 

2-3 避難先に
おける暮らし
の充実 

(1)避難先にお
ける暮らしの
充実  

①応急仮設住宅、借り上げ住宅での継続的な居住の要望 

②応急仮設住宅の住み替え対応 

③仮設住宅地における生活支援バスの運行 

④避難先での相談窓口・交流拠点の整備、充実した住宅環境づくり

の推進 

⑤仮設商業施設の維持 

⑥買い物などの生活支援 

⑦町外での行政サービスの提供 
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中区分 小区分 取り組み 

2-4 町内の生
活環境の向上 

(1)町内の廃棄
物などの処理
や生活環境美
化の推進 

①町内の清掃、廃棄物処理の実施 

②有害鳥獣対策、町内環境クリーン化促進事業の実施 

③不法投棄対策の推進 

④特定廃棄物の埋め立て処分への対応 

⑤町内の景観対策の実施による町民の絆の維持 

2-5 自助・共
助・公助による
地域の安全・安
心な暮らしの
確保 ( 地域防
災・防犯) 

(1)災害時に対
応した社会シ
ステムの構築 

①防災無線など情報伝達設備の充実 

②緊急時避難情報システムの構築 

③地震・津波、風水害や原子力災害などの災害に備えた被害想定の

実施及び実践的な地域防災計画の策定 

④避難行動要支援者マップの作製 

⑤災害時における迅速・確実な避難に資する避難計画の策定 

⑥既存集会所などの防災機能の向上 

⑦食料、燃料などの備蓄の充実 

⑧消防力の維持・強化 

⑨ICT を活用した平時の防災情報の提供 

(2) 町 内 の 防
災、防犯の推進 

①自治会単位での防火・防犯・防災組織設立の推進 

②防災・防火意識啓発のための防災訓練、防災教育の実施 

③防犯施設の整備 

④学校・警察・防犯協会との連携による防犯活動の実施 

2-6 高齢者な
どにもやさし
い交通利便性
及び交通安全
対策の充実 

(1)高齢者など
にやさしい交
通利便性及び
交通安全対策
の充実 

①生活支援のためのバス路線の整備 

②交通施設のバリアフリー化など、ユニバーサルデザイン化の推進 

③交通安全教育の充実、教育団体への支援 

④交通安全施設整備の要望 

2-7 循環型の
仕組みによる
環境負荷の少
ないまちづく
りの推進 

(1)ごみの再資
源化・分別強化 

①ごみ削減及び再資源化の推進 

②ごみ処理の効率化の推進 

(2)次世代・自
然・再生可能エ
ネルギー利用
の推進 

①太陽光発電システム普及の推進 

②新エネルギー導入の支援 

③低炭素・循環型社会への展開に関する町民意識啓発の実施 

④除塩・除染作物の資源化・エネルギー転換に関する実験 

2-8 町民間の
絆の維持及び
コミュニティ
醸成の取り組
みの推進 

(1)絆の維持･
再生 

①「ふるさと富岡」の絆と町民の心をつなぐ“サロン”の整備・運営 

②町民がふるさと富岡に訪れやすい仕組みの検討・構築 

(2)気軽に立ち
寄れるふるさ
と空間の整備 

①町民が立ち寄り、交流できる場の整備 

②町民が町を訪問する際に利用できる休憩、交流、宿泊施設などの

整備検討 

(3)町民間のコ
ミュニティ醸
成の推進 

①町民間のコミュニケーション促進の機会・場の整備 

②地域コミュニティ活動による世代間交流の促進 

③復興公営住宅の自治会組織立ち上げ 

④帰還町民による新たなコミュニティの形成 

⑤新たな住民とのコミュニティの形成 

⑥避難先自治体でのコミュニティ形成支援 

⑦県外避難者・移住者が町と関われる機会の創出 
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（２）インフラ復旧･拠点整備 

3．除染･廃炉作業の推進 

中区分 小区分 取り組み 

3-1 迅速かつ
丁寧な除染及
び廃炉作業の
推進 

(1)速やかな除
染活動の推進 

①町の除染活動拠点整備 

②日常生活圏の面的除染による空間線量の十分な低減 

③『帰還困難区域』の除染の推進 

④農地・山林などの放射線量調査及び除染 

⑤ダム・ため池などの放射線量調査及び除染の検討 

⑥町内の放射線量の測定と除染検証委員会(仮)の構築 

⑦除染後の資産の維持管理(除染後農地保全管理事業など) 

⑧放射能汚染の解消に向けた研究と実現化 

⑨国の除染計画や新たな避難指示区域設定の早期具体化などに対す

る要請 

(2)仮置場及び
廃棄物処理施
設の適正運用 

①汚染土壌など仮置場の検討・整備 

②焼却施設の整備 

③町内における中間貯蔵施設への放射性物質輸送路の確保 

(3)廃炉作業の
安全確認 

①廃炉への過程における事故に備えた原子力災害防災計画の策定 

②廃炉作業に関わる町の監視体制・情報共有システムの確立 

 

4．町内の都市基盤と拠点の整備 

中区分 小区分 取り組み 

4-1 交通基盤
の復旧・整備 

(1)交通基盤の
早期復旧 

①道路・橋梁などの復旧 

②JR常磐線及び富岡駅の復旧・再開 

③町内公共交通機関の再開・充実 

④近隣市町村との連携による広域交通機関の整備・充実 

(2)町内外の幹
線道路網の整
備 

①広域幹線道路ネットワークの整備促進 

②富岡南 IC(仮)の整備促進 

③町内を通る幹線道路の整備 

4-2 生活を支
えるライフラ
イン施設の復
旧 

(1)生活を支え
る上下水道・電
気・ガスなどラ
イフライン施
設の復旧 

①上下水道・電気・ガスなどのライフライン施設の復旧 
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中区分 小区分 取り組み 

4-3 災害に強
いまちづくり 

(1)災害を受け
にくい土地利
用などの推進 

①原発事故や地震・津波被災を踏まえた土地利用再編の検討 

②津波被災を受けにくい地域での居住地整備(防災集団移転事業の

推進) 

③津波浸水区域における海岸防災林の整備 

④公園の防災対応化の検討・整備 

⑤地震・津波及び原発事故を後世に伝える遺構の保存やモニュメン

トなどの整備 

⑥「帰還困難区域」の土地利用計画の検討 

(2)主要機能・
重要施設の分
散・再配置 

①町役場の主要機能の早期復旧 

②重要な公共公益施設などの復旧・再開、再配置整備 

(3)防災関連施
設の整備・強化 

①防災関連施設の整備 

(4)住宅の耐震
化 

①住宅の耐震補強の促進 

②住宅再建時の耐震性向上の促進 

(5)治水・治山
事業の推進 

①河川改修事業の促進 

②海岸保全施設の整備促進 

③適正なダム管理及び水源の位置を考慮した水道管の再配管 

④治山施設の整備 

4-4 震災・原
発事故からの
再生を契機と
した魅力の創
出 

(1)新たな拠点
や魅力的な空
間の形成 

①富岡駅周辺における復興拠点の整備 

②曲田土地区画整理事業の整備推進 

③夜の森周辺の将来発展拠点の形成検討 

④富岡のシンボル「桜」によるまちづくり 

⑤復興記念公園の整備促進 

⑥将来的な人口増加をめざした魅力あるまちづくりの推進 
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（３）産業再生・創出 

5．地域産業の再生・創出 

中区分 小区分 取り組み 

5-1 地域産業
の再開・回復 

(1)商工業者の
事業再開支援 

①事業再開・施設復旧の経済的支援 

(2)起業・後継
者育成 

①町で新たに事業を立ち上げようとする人への支援 

②地域産業の後継者育成支援 

(3)町内の雇用
確保 

①町内における雇用確保の推進 

②廃炉・瓦礫処理など災害に関連する産業での雇用確保の推進 

(4)放射能によ
る風評被害対
策 

①農産物や海産物などに対する風評被害対策の推進 

 

5-2 新たな産
業基盤の形成 

(1)新たな産業
基盤の形成に
資する企業・研
究施設の誘致 

①新たな産業分野(次世代・自然・再生可能エネルギー、放射線医療

関連など)における企業の誘致及び人材の育成 

②国や県の協力による大学・研究機関の導入(次世代・自然・再生可

能エネルギー、放射線医療関連) 

③工業団地の有効活用(貸し工場の整備など)と販売促進 

④「復興特区制度」の活用による新しい産業基盤の早期実現 

(2)廃炉や除染
に関する企業・
人材の育成 

①廃炉や除染に関する国際会議などの誘致 

②廃炉や除染に関連する産業の創出 

5-3 地域産業
の新たな取り
組みの推進 

(1)農業・林業・
漁業の再生へ
の取り組み 

①新たな農漁業への転換に向けた実験 

②被災した農地の有効活用 

③富岡漁港の新たな活用 

④漁港背後地域整備の促進 

⑤森林の適切な管理と有効利用 

(2)地域産業の
6 次化の推進 

①食用以外の農産品ブランド化の推進 

②農産品の加工品開発の推進 

③海産物加工と活魚産業の振興 

④農林水産品を利用した新商品、新サービス開発 

(3)農林漁業施
設の復旧 

①農林漁業施設や海域の線量調査の実施 

②漁業関連施設の復旧 

③農林業施設の復旧 

5-4 商業・観
光などサービ
ス産業の再生 

(1)新たな観光
資源の発掘と
情報発信 

①体験観光の推進と観光スポットの整備 

②ご当地キャラなどによる富岡町のＰＲ推進 

③桜を生かしたまちづくりの推進 
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（４）福祉･教育 

6．健康福祉の再生・充実 

中区分 小区分 取り組み 

6-1 放射線検
査などによる
町民の安全・安
心の確保 

(1)放射線対策
による町民の
安全・安心の確
保 

①食品、水道水などの放射線量検査の実施 

②町民に対する線量計の貸し出し 

6-2 放射線の
健康不安解消
に向けた健康
づくり活動の
推進 

(1)継続的な健
康管理の推進 

①放射線に対する健康管理、相談支援 

②内部被ばく検査及び甲状腺検査の実施 

③放射線による発がんリスクを軽減するための日常生活の支援 

④放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守るための保健・医療

サービスの強化 

(2)健康づくり
活動の推進 

①放射線の影響を受けにくい生活習慣の推進 

②被災者の健康支援 

③生活習慣病予防の推進 

6-3 子どもか
ら高齢者まで
が安心して暮
らせる環境の
整備  

(1)保健･福祉
の充実  

①医療・福祉施設の整備、体制づくり 

②定期的な町民の健康管理状況の調査 

③医療・介護支援体制の整備 

④地域医療体制の確保 

⑤老人クラブ活動の推進 

⑥疾病予防と介護予防の推進 

⑦障がい児・者自立支援体制の充実 

⑧障がいの早期発見・早期対応の充実 

⑨感染症対策の実施 

⑩高齢者などサポート拠点の整備 

⑪通所・入所型介護施設の再開と整備 

⑫福祉・介護を支える人材の育成 

⑬地域活動の支援及び活動を支える人材の育成 

⑭障がいに応じた教育機会の提供・充実 

⑮地域での自立した暮らしの支援、生活サポートの推進 

⑯社会福祉協議会の活動支援、活動拠点の整備支援 

6-4 子育て環
境の充実と子
育て世代に対
する支援 

(1)子育て環境
の充実と子育
て世代に対す
る支援 

①子育て支援体制の整備と推進 

②健やかな子どもを育む環境づくりの推進 

③命の大切さを学ぶ機会の提供 

④子ども同士、町民同士の絆づくり 

⑤子ども・子育て支援新制度に基づく事業の推進 

6-5 社会保障
の強化 

(1)社会保障の
強化 

①町民の正しい社会保障制度理解の促進 

②社会保障制度に基づく適正・確実な事務事業の執行 

③国への国民健康保険及び介護保険など保険料の免除期間延長の要望  

④生活保護受給者への支援 
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7．教育と学習の再生・充実 

中区分 小区分 取り組み 

7-1 避難先に
おける教育環
境の整備 

(1)避難先にお
ける教育環境
の整備や保護
者･子どものケ
ア 

①避難先における学校教育などの場の提供 

②区域外就学の支援 

③保護者や子どものケア、相談窓口の設置 

7-2 町の将来
を担う若者を
育む学校教育
の充実 

(1)魅力的で特
徴ある教育施
設の整備 

①町内の教育施設の整備・体制づくり 

②子どもが学べる環境づくり 

③大学・専門学校などの誘致促進 

(2)子どもたち
へのふるさと
教育の実践、交
流促進 

①子ども・保護者を対象としたまち情報の提供や小中学生などの交

流を深める事業の実施 

②ふるさと教育の推進 

(3)町内の学校
再開 

①低線量区域での学校再開 

7-3 エネルギ
ー教育や防災
教育の充実 

(1)エネルギー
教育や防災教
育の充実 

①原子力・放射線などに関するエネルギー教育の実施 

②地震・津波などの災害事象や防災・減災に関する教育の実施 

7-4  生涯学
習・スポーツ教
育などの充実 

(1)生涯学習・
スポーツ教育
の充実 

①総合スポーツセンターや文化交流センターなどの施設・設備の復

旧、充実 

②スポーツニーズの把握と情報発信 

③生涯学習・社会体育事業の展開 

④指導者の育成と資質の向上 

⑤地域コミュニティ活動による世代間交流の促進 

(2)伝統文化、
歴史遺産の保
存・継承 

①地域のまつり・踊りの保存・継承 

②歴史文化遺産の保存・継承と活用 

③町史の編さん 
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（５）情報収集･発信 

8．情報の収集・発信 

中区分 小区分 取り組み 

8-1 帰還の判
断材料となる
情報の収集・発
信 

(1)国・県・町の
復興の取組の
情報発信 

①町内の復興状況に関する情報発信 

②生活再建・支援に関する情報の提供 

(2)放射線、除
染などに関す
る情報発信と
町民の知識の
習得 

①放射線量調査結果などの公表 

②福島第一・第二原発に関する情報の収集・発信強化 

③町民目線の原発事故調査の実施 

④原発、放射線、除染に関する資料の収集、発信による知識の習得 

⑤原発、放射線、除染に関する学習機会の創出 

(3)帰還に関す
る町民意向の
把握 

①帰還に向けた要件整理と帰還判断に向けた町民意向の把握 

8-2 原子力災
害などによっ
て生じたコミ
ュニティ分断
への対処 

(1)町民の絆の
維持・再生のた
めの情報発信 

①行政区単位での富岡町の情報伝達 

②知人の安否、支援制度などに関する情報伝達の推進 

③離れていても町民相互で情報共有できる仕組みの構築 

④帰還しない人への情報発信の継続 

(2)富岡町の歴
史・文化、誇り
に関する情報
収集と発信 

①富岡町の歴史・文化、誇りに関する情報収集・発信 

8-3 原子力災
害などの情報
発信と国民の
理解醸成 

(1)原発事故の
記録、発信、教
訓の継承 

①東日本大震災及び原子力災害を記録、保存、教訓を継承していく

ための世界に向けた情報発信拠点の整備 

②震災語り部の育成、教訓の継承 

(2)避難に対す
る国民の理解
醸成 

①避難先自治体と連携した避難町民と避難先自治体住民とのコミュ

ニティ形成 

②避難町民が社会から取り残されない環境づくり 

8-4 町民のニ
ーズの把握と
分かりやすい
情報発信 

(1)町民の知り
たい情報の把
握 

①町民個人の意向把握の機会創出 

②全国への聞き取り、相談窓口の設置 

③情報の受け手の視点に立った情報発信の仕組み検討・構築 

(2)町民との連
携による情報
受発信拠点の
整備 

①情報の一元管理と発信 

②町民と連携した情報受発信拠点の整備・運営 

(3)分かりやす
く、多様なツー
ルでの情報提
供 

①ICT を活用した利便性の高い行政情報の提供 

②町の今を伝える情報発信(リアルタイムな町の復興状況の発信) 

③多様なツールによる情報発信(タブレット、ＳＮＳ、広報、臨時災

害放送局(FM)、町民との直接対話など) 

(4)計画の周知
とまちの将来
像の共有 

①30年後の町の将来像の作成 

②富岡の歴史・文化の情報発信 

③富岡町災害復興計画(第二次)の周知 
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第６章 

意向別の具体的取り組み 

 

 

 

 

 

 

分野別に示した各取り組みを 

【第１の道】帰還する 

【第２の道】帰還しない 

【第３の道】今は判断できない、判断しない 

の意向別に色を分けて示しています。 
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帰還する道 

を選択 
・避難指示解除後すぐに

帰還 

・しばらくして帰還 

帰還しない道

を選択 
・町外の新たな場所に住

むことを選択 

・帰還をあきらめる 

今は判断できない 

判断しない 

・今は帰還しないが将

来帰還を考えてい

る。 

・今は帰還したくても

できない。 

（主な取り組み） 

・町内の復旧・復興 

・地域産業の再生、新産業育成 

・帰還に関する生活支援 

・医療福祉、教育 

・情報発信       など 

（主な取り組み） 

・町との絆の維持 

・町内の土地･建物の管理 

・健康管理支援 

・情報発信      など 

（主な取り組み） 

・避難先での生活支援 

・町との絆の維持 

・町内の土地･建物の管理 

・健康管理支援 

・避難先での医療福祉、教育 

・将来帰還に向けた支援 

・情報発信      など 

帰還に向けた環

境づくり･帰還

後の生活再建な

どを支援します 

町民の意向（希

望）に応じて、帰

還しない方への

支援を行います 

第１の道 

第２の道 

第３の道 

復興に関する個人の多様な選択を尊重します 

富岡とのつながり

を保ちながら生活

を続けられるため

の支援と、将来の帰

還や町との関わり

（絆）の維持に向け

た支援を行います 

p.72-p.85 

p.86-p.92 

p.93-p.101 
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【第 1 の道】のための取り組みの構成 

 

 

 

 

 

 

 

   

帰還を選択する町民のための取り組み 

インフラ復旧 

・拠点整備 

生活再建支援 

1-1 生活再建のための支援の実施 

2-1 町内の住宅再建と土地･建物の管理・保全 

2．住宅再建と生活環境の向上 

2-2 災害公営住宅などの整備 

2-3 避難先における暮らし充実 

2-4 町内の生活環境の向上 

2-5 自助・共助・公助による地域の安全・安心な暮らしの確保 
（地域防災・防犯） 

2-6 高齢者などにもやさしい交通利便性及び交通安全対策の充実 

2-7 循環型の仕組みによる環境負荷の少ないまちづくりの推進 

2-8 町民間の絆の維持及びコミュニティ醸成の取り組みの推進 

1．復旧期における生活再建と雇用の確保 

3-1 迅速かつ丁寧な除染及び廃炉作業の推進 

3．除染･廃炉作業の推進 

4-1 交通基盤の復旧・整備 

4．町内の都市基盤と拠点の整備 

4-2 生活を支えるライフライン施設の復旧 

4-3 災害に強いまちづくり 

4-4 震災・原発事故からの再生を契機とした魅力の創出 

（１）第１の道 
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福祉・教育 

産業再生･創出 

情報発信・収集 

5-1 地域産業の再開・回復 

5．地域産業の再生・創出 

5-2 新たな産業基盤の形成、後継者育成 

5-3 地域産業の新たな取り組みの推進 

5-4 商業・観光などサービス産業の再生 

7-1 避難先における教育環境の整備 

7．教育と学習の再生・充実 

6-2 放射線に対する健康不安解消に向けた健康づくり活動の推進 

6-3 子どもから高齢者までが安心して暮らせる環境の整備 

6-4 子育て環境の充実と子育て世代に対する支援 

6-5 社会保障の強化 

6-1 放射線量の検査などによる町民の安全・安心の確保 

6．健康福祉の再生・充実 

7-2 町の将来を担う若者を育む学校教育の充実 

7-3 エネルギー教育や防災教育の充実 

7-4 生涯学習・スポーツ教育などの充実 

8-1 帰還の判断材料となる情報の収集・発信 

8．情報の収集・発信 

8-2 原子力災害などによって生じたコミュニティ分断への対処 

8-3 原子力災害などの情報発信と国民の理解醸成 

8-4 町民のニーズの把握と分かりやすい情報発信 
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１.復旧期における生活再建と雇用の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住宅再建と生活環境の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活再建支援 

1-1 生活再建のための支援の実施 

生活再建のための補償
や支援の要望、就労の
支援を行っていきます。 

 

生活再建のための支援の実施 

必要とする生活支援を
的確に把握し、町民の
置かれた状況に沿った
支援策を提供して、自
立に向けた支援を行い
ます。 

個々の状況に応じた生活再建支援の実施 

2-1 町内の住宅再建と土地･建物の管理･保全 

被災住宅の解体･修繕
を推進し、町民の帰還
まで継続的な除染と線
量管理の実施を要請し
ていきます。 

被災住宅の再建･管理 

第三者機関などの設置
により土地・家屋など資
産の管理・保全を支援
するとともに、一時帰宅
による自己管理の支援
を行います。 

町内の土地･建物などの管理･保全 
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2-3 避難先における暮らし充実 

応急仮設住宅の継続運用を求
め、また生活環境の充実や相
談窓口の開設などにより、安心
して暮らし続けられるようにし
ます。 

避難先における暮らしの充実 

2-4 町内の生活環境の向上 

町内の清掃、廃棄物処理、有
害鳥獣対策により、町内の美
化、景観の向上を図ります。 

町内の廃棄物などの処理や生活環境美化の推進 

2-2 災害公営住宅などの整備 

意向調査に基づき、町内の災
害公営住宅の整備を進め、町
営住宅の再建など新たな住民
のための居住地の整備も進め
ます。 

災害公営住宅などの整備 

実践的な防災計画・避
難計画を策定し、自然
災害・原子力災害を含
めた様々な災害に備え
ます。 

災害時に対応した社会システムの構築 

自治会単位での防火･
防犯･防災組織の設立
を推進し、防災訓練、防
災教育を通じ災害に備
えます。 

町内の防災、防犯の推進 

2-5 自助･共助･公助による地域の安心･安全な暮らしの確保 
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2‐6 高齢者などにも優しい交通利便性及び交通安全対策の充実 

生活支援のためのバス路線
を整備、交通施設のバリアフ
リー化や交通安全教育を通
じ、高齢者にも優しい交通環
境を構築します。 

高齢者などにも優しい交通利便性及び交通安全対策の充実 

2-7 循環型の仕組みによる環境負荷の少ないまちづくりの推進 

ごみの削減をめざし、
分別によるごみ処理の
効率化と再資源化を行
います。 

ごみの再資源化･分別強化 

太陽光発電システムの導入な
ど新エネルギー普及の支援を
行い、環境負荷の少ない低炭
素･循環型の社会をめざしま
す。 

次世代･自然･再生可能エネルギー利用の推進 

2-8 町民間の絆の維持及びコミュニティ醸成の取り組みの推進 

町民間の絆をつなぐ
「サロン」を整備し、町
民が「ふるさと富岡」を
訪れたくなる環境を構
築します。 

絆の維持･再生 

町民が立ち寄り、交
流できる施設を整備
します。町を訪れる
町民の休憩や交流、
宿泊などの施設整
備も検討します。 

気軽に立ち寄れるふるさと空間の整備 

各地で生活する町民間のコミュ
ニティ育成や地元住民などとの
新たなコミュニティ形成を推進し
ていきます。 

町民間のコミュニティ醸成の推進 
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３．除染･廃炉作業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

４．町内の都市基盤と拠点の整備 

 

 

 

 

 

 

  

インフラ復旧･拠点整備 

3-1 迅速かつ丁寧な除染及び廃炉作業の推進 

『帰還困難区域』や森林な
ど町内の未除染地域の速
やかな除染を要望し、町も
除染効果を検証していきま
す。 

速やかな除染活動の推進 

除染廃棄物の仮置場
や減容化施設の適正な
運用を要望します。 

仮置場及び廃棄物処理施設の適正運用 

安全かつ的確な廃炉作業を継続
して求めるとともに、作業の監視
の強化や原子力災害への防災体
制の構築など町民の皆様との情
報共有に努めます。 

廃炉作業の安全確認 

4-1 交通基盤の復旧･整備 

JR常磐線･富岡駅や町内
の公共交通機関の早期
復旧･再開を図ります。 

交通基盤の早期復旧 

町内の幹線道路や広域幹
線道路ネットワーク、富岡
南 IC（仮）の整備を促進し
ます。 

町内外の幹線道路網の整備 
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4-2 生活を支えるライフライン施設の復旧 

生活を支える上下水道･電気･ガ
スなどライフラインを早期に復旧
します。 

生活を支える上下水道･電気ガスなどライフライン施設の復旧 

4-3 災害に強いまちづくり 

原発事故や地震･津波
被災を踏まえ、海岸防
災林の整備など災害を
受けにくい土地利用を
推進します。 

災害を受けにくい土地利用などの推進 

町役場の主要な機能を
早期に復旧し、公共施設
を再配置･整備し災害に
備えます。 

主要機能・重要施設の分散・再配置 

防災行政無線など防災
関連施設の整備・強化
を行います。 

防災関連施設の整備 

地震に備え、住宅の耐震補
強、住宅再建時の耐震性の
向上を促進していきます。 

住宅の耐震化 

河川改修事業、ダムの管理と林
業の推進により防災機能を向上
させます。 

治水・治山事業の推進 

4-4 震災・原発事故からの再生を契機とした魅力の創出 

富岡のシンボル「桜」などを通じ
て魅力的な空間を形成し、新た
な住民とともにまちづくりを行っ
ていきます。 

新たな拠点や魅力的な空間の形成 
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５．地域産業の再生･創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

産業再生・創出 

５－１.地域産業の再開・回復 

5-1 地域産業の再開・回復 

事業の再開、施設の復旧
に対する支援について国、
県と連携しながら取り組み
ます。 

商工業者の事業再開支援 

新たな企業や研究機関
の誘致を図り、廃炉･災
害復旧関連の分野以外
でも町内の雇用を創出
していきます。 

町内の雇用確保 

農林水産物の放射能に
対する不安の解消に努
めていきます。 

放射能による風評被害対策 

5-2 新たな産業基盤の形成 

新たな産業分野での企業
の誘致、人材の育成、国･
県の協力による研究機関
の導入により、新しい産業
基盤を実現させます。 

新たな産業基盤の形成に資する企業・研究施設の誘致 

廃炉･除染に関する国
際会議の誘致、産業
の創出を図ります。 

廃炉や除染に関する企業・人材の育成 

地域産業の後継者育成
やまちで新たに事業を
立ち上げる人を支援し
ていきます。 

起業・後継者の育成 
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５－４.商業･観光などサービス産業の再生 

5-3 地域産業の新たな取り組みの推進 

農林漁業の再生に向
けた実証実験などに
取り組み、漁港を含
め新たな施設の活用
法についても検討しま
す。 

農業・林業・漁業の再生への取り組み 

豊かな農林水産資源を
基礎として１次、２次、３
次の各分野が相互に連
携しながら付加価値の
向上･創造に取り組みま
す。 

地域産業の６次化の推進 

富岡漁港やため池、農林道の
復旧事業に取り組みます。 

農林漁業施設の復旧 

5-4 商業・観光などサービス産業の再生 

体験旅行や桜を生かした「まちづく
り」など、新たな観光資源も発掘し
ながら町の PR活動を行っていきま
す。 

新たな観光資源の発掘と情報発信 
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６．健康福祉の再生･充実  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉･教育 

6-1 放射線検査などによる町民の安全・安心の確保 

食品･水道水の放射性物質の検
査の実施、町民への線量計の
貸し出しなどにより町民の安心と
安全な暮らしを確保します。 

放射線対策による町民の安全・安心の確保 

6-2 放射線の健康不安解消に向けた健康づくり活動の推進 

内部被ばく検査及び甲状腺
検査の実施、放射線による
健康リスクを軽減するため
の日常生活の支援など健
康管理の支援を継続してい
きます。 

放射線の影響を受けに
くい生活習慣の推進、
生活習慣病予防の推
進など町民の健康づく
り活動を支援していき
ます。 

健康づくり活動の推進 継続的な健康管理の推進 

6-3 子どもから高齢者までが安心して暮らせる環境の整備 

医療･介護･福祉施設、体制の整
備を行い、子どもから大人まで
安心して暮らせる環境を整備し
ます。 

保健･福祉の充実 



 
 

 
 

第６章 意向別の具体的取り組み 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．教育と学習の再生･充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6-4 子育て環境の充実と子育て世代に対する支援 

子育て支援体制の整備を進め、
子育て世代、子ども同士、町民
同士が交流できる機会の整備を
推進していきます。 

子育て環境の充実と子育て世代に対する支援 

6-5 社会保障の強化 

国への国民健康保険及び介護
保険料の免除期間延長の要望
など、町民が必要とする社会保
障の継続を要望していきます。 

社会保障の強化 

7-1 避難先における教育環境の整備 

町教育委員会、町立小中学校三春
校へ相談窓口を設置し、随時保護
者や子どもたちの教育に関する相談
を受ける体制を整備します。また、
SSW、SC などの相談体制を整備し
ます。 

避難先における教育環境の整備や保護者･子どものケア 

SSW･･･スクールソーシャルワーカー 

SC･･･スクールカウンセラー 
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SSW･･･スクールソーシャルワーカー 

SC･･･スクールカウンセラー 

7-2 町の将来を担う若者を育む学校教育の充実 

町内の教育施設を整備
し、大学、専門学校の誘
致などにより子どもが学
べる魅力ある環境を形
成していきます。 

魅力的で特徴ある教育施設の整備 

子どもや保護者を対象と
した町の情報や小中学
生の交流を深める事業
の実施により、ふるさと
教育を推進していきま
す。 

子どもたちへのふるさと教育の実践、交流促進 

町内の放射線量を低減し、子
どもも安心して住める環境を整
え、低線量区域に学校を再開
します。 

町内の学校再開 

7-3 エネルギー教育や防災教育の充実 

原子力･放射線に関する教育、
地震･津波など災害事象や防
災･減災に関する教育を実施し
ていきます。 

 

エネルギー教育や防災教育の充実 

7-4 生涯学習・スポーツ教育などの充実 

総合スポーツセンターや
文化交流センターなどの
施設･設備を復旧･充実
させ、生涯学習やスポー
ツ教育を充実させていき
ます。 

生涯学習・スポーツ教育の充実 

地域の伝統文化、歴史
文化遺産を保存、継承
していきます。また町史
の編さんを行っていきま
す。 

伝統文化、歴史遺産の保存・継承 
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８．情報の収集・発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

情報収集･発信事業 

8-1 帰還の判断材料となる情報の収集・発信 

町内の復興状況に
関する情報、生活再
建･支援に関する分
かりやすい情報を発
信していきます。 

国・県・町の復興の取組の情報発信 

放射線量調査の結果や福島第一･
第二原発に関する情報を発信し、
原子力災害の検証、知識の習得、
学習の場を整備していきます。 

放射線、除染などに関する情報発信と町民の知識の習得 

帰還に向けた要件の整理を
進め、避難指示解除に関す
る判断を町民の皆さんと行っ
ていきます。 

 

帰還に関する町民意向の把握 

8-2 原子力災害などによって生じたコミュニティ分断への対処 

富岡町の情報の発信
を継続し、離れていて
も町民相互で情報を
共有できる仕組みを
模索していきます。 

 

町民の絆の維持・再生のための情報発信 

富岡町の歴史･文化、誇りに
関する情報を収集し、各地の
富岡町民に発信していきま
す。 

 

富岡町の歴史・文化、誇りに関する情報収集と発信 
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8-3 原子力災害などの情報発信と国民の理解醸成 

情報発信拠点の整備や災害記
録誌の作成、語り部の育成によ
り東日本大震災及び原子力災
害の記録、保存、教訓を継承し
ていきます。 

 

原子力災害の記録、発信、教訓の継承 

情報格差を解消するため
様々な手段で町民の意見な
どを集め、必要な情報の把
握と的確な情報発信の仕組
みを構築します。 

 

町民の知りたい情報の把握 

一元管理した正しい情報
の発信に努め、町民と連
携した情報発信の仕組み
を検討していきます。 

 

町民との連携による情報発信拠点の整備 

リアルタイムで情報を発信
する仕組みや、多様な媒
体の活用により、分かりや
すい情報発信をめざしま
す。 

 

分かりやすく、多様なツールでの情報提供 

30 年後の町の将来像を作
成し、歴史･文化とともに情
報を発信して町民間で共
有していきます。 

計画の周知とまちの将来像の共有 

8-4 町民のニーズの把握と分かりやすい情報発信 
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【第 2 の道】のための取り組みの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

帰還しない道を選択する 

町民のための取り組み 

福祉・教育 

生活再建支援 

情報発信・収集 

1-1 生活再建のための支援の実施 

2-1 町内の住宅再建と土地･建物の管理･保全 

2．住宅再建と生活環境の向上 

2-2 災害公営住宅などの整備 

2-3 避難先における暮らしの充実 

2-8 町民間の絆の維持及びコミュニティ醸成の取り組みの推進 

1．復旧期における生活再建と雇用の確保 

7．教育と学習の再生・充実 

6-2 放射線の健康不安解消に向けた健康づくり活動の推進 

6-3 子どもから高齢者までが安心して暮らせる環境の整備 

6-1 放射線の検査などによる町民の安全・安心の確保 

6．健康福祉の再生・充実 

7-2 町の将来を担う若者を育む学校教育の充実 

7-4 生涯学習・スポーツ教育などの充実 

8-1 帰還の判断材料となる情報の収集・発信 

8．情報の収集・発信 

8-2 原子力災害などによって生じたコミュニティ分断への対処 

8-3 原子力災害などの情報発信と国民の理解醸成 

8-4 町民のニーズの把握と分かりやすい情報発信 

2-4 町内の生活環境の向上 

（２）第２の道 

産業再生･創出 
5．地域産業の再生・創出 

5-1 地域産業の再開・回復 
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１．復旧期における生活再建と雇用の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住宅再建と生活環境の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活再建支援 

1-1 生活再建のための支援の実施 

生活再建のための補償
や支援の要望、就労の
支援を行っていきます。 

 

生活再建のための支援の実施 

必要とする生活支援を
的確に把握し、町民の置
かれた状況に沿った支
援策を提供して、自立に
向けた支援を行います。 

 

個々の状況に応じた生活再建支援の実施 

2-1 町内の住宅再建と土地･建物の管理･保全 

第三者機関などの設置により土
地・家屋など資産の管理・保全
を支援するとともに、一時帰宅に
よる自己管理の支援を行いま
す。 

 

町内の土地･建物などの管理･保全 

2-2 災害公営住宅などの整備 

復興公営住宅への入居意向を調
査し、町民の復興公営住宅入居の
支援を要望していきます。 

 

復興公営住宅などへの入居 
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2-3 避難先における暮らしの充実 

応急仮設住宅の継続運用を求
め、また生活環境の充実や相
談窓口の開設などにより、安心
して暮らし続けられるようにし
ます。 

 

避難先における暮らしの充実 

2-4 町内の生活環境の向上 

町内の清掃、廃棄物処理、有害
鳥獣対策により、町内の美化、
景観の向上を図ります。 

 

町内の廃棄物などの処理や生活環境美化の推進 

2-8 町民間の絆の維持及びコミュニティ醸成の取り組みの推進 

町民間の絆をつなぐ「サ
ロン」を整備し、町民が
「ふるさと富岡」を訪れ
たくなる環境を構築しま
す。 

 

絆の維持･再生 

町民が立ち寄り、交流
できる施設を整備しま
す。町を訪れる町民の
休憩や交流、宿泊など
の施設整備も検討しま
す。 

 

気軽に立ち寄れるふるさと空間の整備 

各地で生活する町民間のコミ
ュニティ育成や地元住民など
との新たなコミュニティ形成を
推進していきます。 

 

町民間のコミュニティ醸成の推進 
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５．地域産業の再生･創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．健康福祉の再生･充実 

 

 

 

 

 

 

 

  

福祉･教育 

食品･水道水の放射線量の
検査の実施、町民への線量
計の貸し出しなどにより町民
の安心と安全な暮らしを確
保します。 

6-1 放射線の検査などによる町民の安全･安心の確保 

食品･水道水の放射性物質の検査
の実施、町民への線量計の貸し出
しなどにより町民の安心と安全な
暮らしを確保します。 

放射線対策による町民の安全・安心の確保 

産業再生・創出 

食品･水道水の放射線量の
検査の実施、町民への線量
計の貸し出しなどにより町民
の安心と安全な暮らしを確
保します。 

5-1 地域産業の再開・回復 

町外での事業再開について、支
援情報の提供など国、県と連携し
ながら取り組みます。 

 

商工業者の事業再開支援 
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７．教育と学習の再生･充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6-3 子どもから高齢者までが安心して暮らせる環境の整備 

避難先においても、子どもから
高齢者までが、相談や支援によ
り、安心して生活できるよう継続
的なサービスをつなげていきま
す。 

保健･福祉の充実 

6-2 放射線の健康不安解消に向けた健康づくり活動の推進 

内部被ばく検査及び甲状腺
検査の実施、放射線による
健康リスクを軽減するため
の日常生活の支援など健
康管理の支援を継続してい
きます。 

放射線の影響を受けに
くい生活習慣の推進、生
活習慣病予防の推進な
ど町民の健康づくり活動
を支援していきます。 

健康づくり活動の推進 継続的な健康管理の推進 

7-2 町の将来を担う若者を育む学校教育の充実 

子どもや保護者を対象とした町の
情報の発信や小中学生の交流を
深める事業の実施により、ふるさ
と教育を推進していきます。 

 

子どもたちへのふるさと教育の実践、交流促進 

7-4 生涯学習・スポーツ教育などの充実 

地域の伝統文化、歴史文化
遺産を保存、継承していきま
す。 

 

伝統文化、歴史遺産の保存・継承 
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８．情報の収集・発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

情報収集･発信 

8-1 帰還の判断材料となる情報の収集・発信 

町内の復興状況に関
する情報、生活再建･
支援に関する分かりや
すい情報を発信してい
きます。 

 

国・県・町の復興の取組の情報発信 

放射線量調査の結果や福島第
一･第二原発に関する情報を発
信し、原子力災害の検証、知識
の習得、学習の場を整備してい
きます。 

 

放射線、除染などに関する情報発信と町民の知識の習得 

帰還に向けた要件の整理を進め、
避難指示解除に関する判断を町
民の皆さんと行っていきます。 

 

帰還に関する町民意向の把握 

8-2 原子力災害などによって生じたコミュニティ分断への対処 

富岡町の情報の発
信を継続し、離れて
いても町民相互で情
報を共有できる仕組
みを模索していきま
す。 

町民の絆の維持・再生のための情報発信 

富岡町の歴史･文化、誇り
に関する情報を収集し、各
地の富岡町民に発信してい
きます。 

 

富岡町の歴史・文化、誇りに関する情報収集と発信 
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8-3 原子力災害などの情報発信と国民の理解醸成 

情報発信拠点の整備や災害記
録誌の作成、語り部の育成に
より東日本大震災及び原子力
災害の記録、保存、教訓を継
承していきます。 

 

原子力災害の記録、発信、教訓の継承 

8-4 町民のニーズの把握と分かりやすい情報発信 

情報格差を解消するた
め様々な手段で町民の
意見などを集め、必要
な情報の把握と的確な
情報発信の仕組みを構
築します。 

町民の知りたい情報の把握 

一元管理した正しい情報
の発信に努め、町民と連
携した情報発信の仕組み
を検討していきます。 

 

町民との連携による情報発信拠点の整備 

リアルタイムで情報を発
信する仕組みや、多様な
媒体の活用により、分か
りやすい情報発信をめざ
します。 

 

分かりやすく、多様なツールでの情報提供 

30 年後の町の将来像を
作成し、歴史･文化ととも
に情報を発信して町民間
で共有していきます。 

 

計画の周知とまちの将来像の共有 
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【第 3 の道】のための取り組みの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

今は判断できない、判断しない 
町民のための取り組み 

（３）第３の道 

福祉・教育 

生活再建支援 

情報発信・収集 

1-1 生活再建のための支援の実施 

2-1 町内の住宅再建と土地･建物の管理･保全 

2．住宅再建と生活環境の向上 

2-2 災害公営住宅などの整備 

2-3 避難先における暮らしの充実 

2-4 町内の生活環境の向上 

2-8 町民間の絆の維持及びコミュニティ醸成の取り組みの推進 

1．復旧期における生活再建と雇用の確保 

7-1 避難先における教育環境の整備 

7．教育と学習の再生・充実 

6-2 放射線の健康不安解消に向けた健康づくり活動の推進 

6-3 子どもから高齢者までが安心して暮らせる環境の整備 

6-4 子育て環境の充実と子育て世代に対する支援 

6-5 社会保障の強化 

6-1 放射線の検査などによる町民の安全・安心の確保 

6．健康福祉の再生・充実 

7-2 町の将来を担う若者を育む学校教育の充実 

7-4 生涯学習・スポーツ教育などの充実 

8-1 帰還の判断材料となる情報の収集・発信 

8．情報の収集・発信 

8-2 原子力災害などによって生じたコミュニティ分断への対処 

8-3 原子力災害などの情報発信と国民の理解醸成 

8-4 町民のニーズの把握と分かりやすい情報発信 

インフラ復旧 

・拠点整備 

4-1 交通基盤の復旧・復興 

4．町内の都市基盤と拠点の整備 

4-2 生活を支えるライフライン施設の復旧 

4-4 震災・原発事故からの再生を契機とした魅力の創出 

産業再生･創出 
5．地域産業の再生・創出 

5-1 地域産業の再開・回復 

7-3 エネルギー教育や防災教育の充実 
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１．復旧期における生活再建と雇用の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．住宅再建と生活環境の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活再建支援 

1-1 生活再建のための支援の実施 

生活再建のための補償や
支援の要望、就労の支援
を行っていきます。 

 

生活再建のための支援の実施 

必要とする生活支援を
的確に把握し、町民の置
かれた状況に沿った支
援策を提供して、自立に
向けた支援を行います。 

 

個々の状況に応じた生活再建支援の実施 

2-1 町内の住宅再建と土地･建物の管理･保全 

第三者機関などの設置
により土地・家屋など資
産の管理・保全を支援す
るとともに、一時帰宅に
よる自己管理の支援を
行います。 

 

町内の土地･建物などの管理･保全 

2-2 災害公営住宅などの整備 

意向調査に基づき、町内の災
害公営住宅の整備を進め、町
営住宅の再建など新たな住民
のための居住地の整備も進め
ます。 

 

災害公営住宅などの整備 

被災住宅の解体･修繕
を推進し、町民の帰還ま
で継続的な除染と線量
管理の実施を要請して
いきます。 

 

被災住宅の再建･管理 
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2-3 避難先における暮らしの充実 

応急仮設住宅の継続運用を
求め、また生活環境の充実
や相談窓口の開設などによ
り、安心して暮らし続けられる
ようにします。 

 

避難先における暮らしの充実 

2-4 町内の生活環境の向上 

町内の清掃、廃棄物処理、有
害鳥獣対策により、町内の美
化、景観の向上を図ります 

町内の廃棄物などの処理や生活環境美化の推進 

2-8 町民間の絆の維持及びコミュニティ醸成の取り組みの推進 

町民間の絆をつなぐ「サ
ロン」を整備し、町民が
「ふるさと富岡」を訪れ
たくなる環境を構築しま
す。 

 

絆の維持･再生 

町民が立ち寄り、交流
できる施設を整備しま
す。町を訪れる町民の
休憩や交流、宿泊など
の施設整備も検討しま
す。 

 

気軽に立ち寄れるふるさと空間の整備 

各地で生活する町民間のコミ
ュニティ育成や地元住民などと
の新たなコミュニティ形成を推
進していきます。 

 

町民間のコミュニティ醸成の推進 
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４．町内の都市基盤と拠点の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

インフラ復旧･拠点整備 

4-1 交通基盤の復旧･整備 

JR 常磐線･富岡駅や町
内の公共交通機関の早
期復旧･再開を図りま
す。 

交通基盤の早期復旧 

4-2 生活を支えるライフライン施設の復旧 

生活を支える上下水道･電気･ガ
スなどライフラインを早期に復旧し
ます。 

 

生活を支える上下水道･電気ガスなどライフライン施設の復旧 

4-4 震災・原発事故からの再生を契機とした魅力の創出 

富岡のシンボル「桜」などを通じ
て魅力的な空間を形成し、多く
の町民とともにまちづくりを行っ
ていきます。 

 

新たな拠点や魅力的な空間の形成 

町内の幹線道路や広域幹
線道路ネットワーク、富岡
南 IC（仮）の整備を促進し
ます。 

 

町内外の幹線道路網の整備 
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５．地域産業の再生･創出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．健康福祉の再生･充実 

 

 

 

 

 

 

  

福祉･教育 

食品･水道水の放射線量の
検査の実施、町民への線量
計の貸し出しなどにより町民
の安心と安全な暮らしを確
保します。 

6-1 放射線の検査などによる町民の安全･安心の確保 

食品･水道水の放射性物質の検査
の実施、町民への線量計の貸し出
しなどにより町民の安心と安全な
暮らしを確保します。 

 

放射線対策による町民の安全・安心の確保 

産業再生・創出 

食品･水道水の放射線量の
検査の実施、町民への線量
計の貸し出しなどにより町民
の安心と安全な暮らしを確
保します。 

5-1 地域産業の再開・回復 

事業の再開や施設の復旧に対す
る支援について、国、県と連携しな
がら取り組みます。 

 

商工業者の事業再開支援 
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6-3 子どもから高齢者までが安心して暮らせる環境の整備 

避難期間中においても、子どもか
ら高齢者までが相談や支援体制
の整備により、安心して生活でき
るよう継続的なサービスをつなげ
ていきます。 

保健･福祉の充実 

6-2 放射線の健康不安解消に向けた健康づくり活動の推進 

内部被ばく検査及び甲状
腺検査の実施、放射線によ
る健康リスクを軽減するた
めの日常生活の支援など
健康管理の支援を継続して
いきます。 

放射線の影響を受け
にくい生活習慣の推
進、生活習慣病予防
の推進など町民の健
康づくり活動を支援し
ていきます。 

健康づくり活動の推進 継続的な健康管理の推進 

6-4 子育て環境の充実と子育て世代に対する支援 

子育て支援体制の整備を進め、子
育て世代、子ども同士、町民同士
が交流できる機会の整備を推進し
ていきます。 

 

子育て環境の充実と子育て世代に対する支援 

6-5 社会保障の強化 

国への国民健康保険及び介護保
険料の免除期間延長の要望な
ど、町民が必要とする社会保障の
継続を要望していきます。 

 

社会保障の強化 
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7-1 避難先における教育環境の整備 

町教育委員会、町立小中学校三春校
へ相談窓口を設置し随時保護者や子
どもたちの教育に関する相談を受ける
体制を整備します。また、SSW、SC な
どの相談体制を整備します。 

 

避難先における教育環境の整備や保護者･子どものケア 

SSW･･･スクールソーシャルワーカー 
SC･･･スクールカウンセラー 

7-2 町の将来を担う若者を育む学校教育の充実 

町内の教育施設を整備
し、大学、専門学校の
誘致などにより子どもが
学べる魅力ある環境を
形成していきます。 

 

魅力的で特徴ある教育施設の整備 

子どもや保護者を対象と
した町の情報や小中学生
の交流を深める事業の実
施により、ふるさと教育を
推進していきます。 

 

子どもたちへのふるさと教育の実践、交流促進 

町内の放射線量を低減し、子
どもも安心して住める環境を
整え、低線量区域に学校を再
開します。 

 

町内の学校再開 

７．教育と学習の再生･充実 

7-3 エネルギー教育や防災教育の充実 

原子力･放射線に関する教育、
地震･津波など災害事象や防
災･減災に関する教育を実施し
ていきます。 

 

エネルギー教育や防災教育の充実 
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８．情報の収集・発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報収集･発信 

8-1 帰還の判断材料となる情報の収集・発信 

町内の復興状況に関
する情報、生活再建･
支援に関する情報を発
信していきます。 

 

国・県・町の復興の取組の情報発信 

放射線量調査の結果や福島第
一･第二原発に関する情報を発
信し、原子力災害の検証、知識
の習得、学習の場を整備してい
きます。 

 

放射線、除染などに関する情報発信と町民の知識の習得 

帰還に向けた要件の整理を進め、
避難指示解除に関する判断を町
民の皆さんと行っていきます。 

 

帰還に関する町民意向の把握 

7-4 生涯学習・スポーツ教育などの充実 

地域の伝統文化、歴史文化遺
産を保存、継承していきます。
また町史の編さんを行っていき
ます。 

 

伝統文化、歴史遺産の保存・継承 
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8-2 原子力災害などによって生じたコミュニティ分断への対処 

富岡町の情報の発信
を継続し、離れていて
も町民相互で情報を
共有できる仕組みを
模索していきます。 

 

町民の絆の維持・再生のための情報発信 

富岡町の歴史･文化、誇り
に関する情報を収集し、各
地の富岡町民に発信して
いきます。 

 

富岡町の歴史・文化、誇りに関する情報収集と発信 

8-3 原子力災害などの情報発信と国民の理解醸成 

情報発信拠点の整備や災害記
録誌の作成、語り部の育成に
より東日本大震災及び原子力
災害の記録、保存、教訓を継
承していきます。 

 

原子力災害の記録、発信、教訓の継承 

8-4 町民のニーズの把握と分かりやすい情報発信 

情報格差を解消するた
め様々な手段で町民の
意見などを集め、必要
な情報の把握と的確な
情報発信の仕組みを構
築します。 

町民の知りたい情報の把握 

一元管理した正しい情報
の発信に努め、町民と連
携した情報発信の仕組み
を検討していきます。 

 

町民との連携による情報発信拠点の整備 

リアルタイムで情報を発
信する仕組みや、多様な
媒体の活用により、分か
りやすい情報発信をめざ
します。 

 

分かりやすく、多様なツールでの情報提供 

30 年後の町の将来像を
作成し、歴史･文化ととも
に情報を発信して町民間
で共有していきます。 

 

計画の周知とまちの将来像の共有 
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第７章 

計画の推進 

計画を確実に推進していくための実施計画の策定や、町民、他

市町村との連携など計画の実現に向けた計画の進め方につい

て示しています。 
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 （１）実施計画の作成と進行管理 

 

 

 

 

 

 

○富岡町災害復興計画（第二次）の策定後、富岡町災害復興計画（第二次）を着実に実

現していくために、めざす姿をより具体化し、事業主体や工程などを明確化した実施

計画を策定します。 

○実施計画の策定にあたっては、町民の皆さんの意見を広く聞き、町民ニーズに沿った

取り組みの具現化を図ります。 

○PDCA（※9）サイクルを踏まえた事業の進行管理を行い、事業進ちょくを町民に情報提

供するとともにフォローアップを行っていきます 

※9 PDCA････PLAN（計画）、DO（実施）、CHECK（評価）、ACTION（改善）の手順により、各取

り組みの進ちょく度や効果を確認し、必要・継続的な改善を行うことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆ 

 

 

 

  

富岡町災害復興計画(第二次)策定後について 

◇富岡町災害復興計画(第二次)を着実に実現するための実施計画

を作成します。 

◇事業の進行管理を行い、事業進ちょくを町民に情報提供しま

す。 

富岡町災害復興計画

(第二次)をもとに具体

的な事業･取り組みを

検討 

30 年後を見据え、町

の方針･取り組みを総

合的に示したもの 

実施計画で決定した

事業･取り組みを実行 

実施計画の策定 施策･事業の実行 
富岡町 

災害復興計画(第二次) 

2015(平成 27)年 7 月より開始 

PDCA サイクルによる事業の進行管理 
行政 町民 取り組み主体 有識者
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（２）国・県・他市町村との連携 

 

 

①国・県との連携 
○国では「福島･国際研究産業都市（イノベーション･コースト）構想」、福島県では「福

島県復興計画（第二次）」を策定するなど、国・県ともに原子力災害からの復興を加速

化させる姿勢を示しています。 

○これらの構想や計画と連携し、国･県とともに本計画の実現を進めます。 

②双葉地方の広域連携 
○同じく避難を余儀なくされた双葉地方の他の自治体も少しずつ復興への取り組みを

進めつつありますが、復興に当っての共通の課題を抱える部分も少なくありません。

また、双葉地方全体として解決にあたらなければならない課題もあります。 

○町の復興には双葉地方全体の復興という視点も不可欠であることから、富岡町災害復

興計画(第二次)の推進にあたっては、双葉地方の各自治体と連携しながら、復興を加

速化していきます。 

③避難先自治体との連携 
○復興の過程においても、避難している町民が安心した生活を送るためには、避難先自

治体との連携は必須です。 

○引き続き避難先自治体との連携を密にし、避難している町民の生活支援に注力してい

きます。 

（３）町民との協働と民間活力の積極的活用 

 

 

 

○町民一人ひとりに寄り添った復興と魅力あるまちづくりを実現するためには、町民

との連携・協働が不可欠です。 

○また、各取り組みをより効率的・効果的に実施していくためには、より専門的なノ

ウハウを持った民間企業と連携することも必要です。 

○富岡町災害復興計画(第二次)の推進にあたっては、特に町民の知見・ノウハウや民

間活力を最大限活用した取り組みを展開していきます。  

◇国・県の構想や計画と連携し、本計画の実現を進めます。 

◇双葉地方の各自治体と連携し、復興を加速します。 

◇避難先自治体との連携を密に、町民の生活支援に注力します。 

◇町民の知見・ノウハウや民間活力を最大限活用した取り組みを

展開します。 
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（１）検討委員会会長 あいさつ 

新しい未来の富岡町の羅針盤
ら し ん ば ん

 
東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故から早４年が経ちました。しかし、未だ私たちの富

岡町は安心して暮らせる環境にありません。この先富岡町が、子どもからお年寄りまで安心して暮

らせる町になるには、相当長い年月が必要なことは町民の誰もが認識しているところだと思います。

しかし一方、町民の誰もが富岡町の将来を気に掛け、決してこのまま死の町にしてはならない、い

つか必ず再生して欲しい、そう強く願っているのも事実です。皆富岡町を愛しているのです。 

考えてみれば、町民の誰一人として自ら好んで富岡町を離れたわけではありません。好き好んで

別の場所に暮らしているわけではないのです。ある日突然引き離され、富岡町の暮らしに未練を断

ち切れないまま、古里富岡に思いを馳せながら毎日毎日必死に避難生活を積み重ねてきたというの

がこの４年間だったのではないでしょうか。そして何もかも自分の思い通りにならず、自分の知ら

ないところで全ての物事が決まっていく現実に、無力感、疎外感、そして行政との溝を感じながら

過ごしてきたというのがこの４年間だったのではないでしょうか。 

今回のこの富岡町第二次復興計画は、第一次復興計画を経て、住民意向調査、富岡町子どもアン

ケート、町政懇談会の意見を加味し、町民と町職員総勢 56 名からなる検討委員会が約 100 時間以

上もの時間をかけて魂を注入して仕上げた復興計画です。まさに町民主導で作り上げた新しい富岡

町の青写真と言えるでしょう。ここに富岡町民の郷土愛とアイデンティティーが凝縮されているこ

とは一読していただければ分かると思います。私はこの第二次復興計画が、町民と行政が一体とな

って新しい富岡町を創造していく羅針盤
らしんばん

になると確信しています。そして、抱えてきた町民と行政

の溝を埋める最後のチャンスになるとも感じています。 

戦後日本の自治体のまちおこしでは、国のメニューに従って成功した事例は皆無であるという話

を聞きました。成功したものは全て住民や自治体が能動的に考え出したメニューだけだというので

す。新しい未来の富岡町のまちづくりも、魂の欠けた単なる箱モノ整備事業だけの空虚なまちづく

りにしてはなりません。新しい未来の富岡町は町民の血が通った、そして魂の込もった町に形作ら

れなければなりません。将来帰還を望み長期待避している町民、やむを得ず移住を決断した町民、

不安を抱えながら帰還する町民、その全てが自信と誇りを持って次世代に継承できる富岡町を作り

上げなければなりません。 

そのためには、富岡町民自らが作り上げたこの第二次復興計画という名の町民の意思が、首長及

び行政並びに議会に信託され、一つひとつ一歩ずつ実現されていかなければなりません。そしてこ

の復興計画の実現のために、町民一人ひとりには自ら行動し、見守り、それを見届ける使命と責任

があるのだと思っています。私も末端町民の一人として皆様と共にこの復興計画実現のために今で

きることを行動し、見守り、見届けようと決意しています。 

共に新しい未来の富岡町を観に行こうではありませんか。  

      2015(平成 27)年 6 月 

富岡町災害復興計画(第二次)検討委員会  

会長 渡辺 和則 
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（２）政策化会議会長 あいさつ 

復興に向けた大きな希望の光 
この富岡町災害復興計画（第二次）は、昨年 8 月から 10 ヶ月間に亘

わた

って、町民と町職員で構成さ

れた検討委員会が課題や解決アイデアなどを立案し、それを国・県・有識者と町職員からなる政策

化会議が補完サポートするという体制で策定がすすめられました。政策化会議の策定活動は昨年 11

月から 3 月までの 5 ヶ月間ですが、その会議形式は原則としてワークショップで進め、その間国と

県の復興事業の最新情報提供を受け情報共有化を図りながら協議してきました。 

この計画では、これまでの「復興計画（第一次）」や「復興まちづくり計画」で充分に為
な

しえなか

った帰還に関する個人の多様な選択要望に応えうる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

計画内容とすること、そしてより多くの町民の

方々に目を通してもらえるよう、難解な用語や専門用語に解説をつけたり中学生にも理解できるわ
．．．．．．．．．．．

かりやすい表現
．．．．．．．

とすることなどに苦慮しています。その他、施策体系については、検討委員会での

基本方針と新たな課題・施策アイデアを重視しつつ、第一次復興計画とのつながりを確保するため、

分野別の重点事業を設定し、体系化しています。 

次に、検討委員会について言及しますと、より多くの町民の方々の意見を踏まえるため、これま

での住民意向調査や子どもアンケートの自由記述、および町政懇談会での意見などについて時間を

かけて丁寧に分析することから取り組んでいること、さらに、町民参画による効果を最大限に引き

出すため、検討委員会もワークショップ形式で進めてきたこと、その結果 100 時間以上に及ぶ時間

を計画策定にかけており、その一事だけでも驚くべきことです。今回の計画策定は、発災以降これ

までと同様に見通しの立っていない課題が多く、検討・判断が難しかったわけですが、町民と行政

の協働によってまとまりました本計画は、復興まちづくりの羅針盤
らしんばん

であるとともに、協働のまちづ

くりの契機ともなり、復興に向けた大きな希望の光をみる思いです。 

復興の道のりは遠く緒
ちょ

についたばかりであり、住民参画による実行体制づくりも今後に残された

大きな課題です。分散避難している現状では、多くの町民の方に参画して頂くことは、多くの時間

と労力が必要となりますが、今回の計画策定で示していただいた住民の方や町職員の方の復興への

真摯
し ん し

な姿勢や力を持ってすれば、必ずや実現して下さるものと期待しております。 

最後に、ここに「復興計画」（第二次）がまとまりましたことに対し、委員会・政策化会議などの

皆様、そして関係された町職員などの皆様、特に時間的労苦
ろ う く

に加え、町民と行政の仲介役として重

要な役割を果たされた検討委員会委員として参画した町職員の皆様（同時に政策化会議委員も兼務

し、毎回大変な宿題をこなされました）に敬意を表し、心から感謝申し上げるとともに、この計画を

復興に活かして頂くことを望みます。 

 

 

2015(平成 27)年 6 月 

富岡町災害復興計画(第二次)政策化会議 

会長 土方 吉雄



 

 

 

 


